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 まず1つ目は、「例外」に関する法律ルール

の話で、著作権法では「権利制限」と呼ばれ

ているものです。 

1 「権利制限」という名の「例外」 
2 「デジタル化・ネットワーク化」への対  

応 
3 「契約」のためのシステム・マインド  

 「人権」と「人権」がぶつかったら？  
  前々回の講義で、著作権というものの基本

として「著作権は人権だ」と申し上げました。

しかし、人権だからといって絶対のものでは

ありません。例えば、私は今ここで、日本国

憲法と国際人権規約によって「言論の自由」

という人権を与えられていますが、何を言っ

てもいいというわけではありません。「言論

の自由」があっても、他人について「名誉毀

損」をするようなことを言うと、訴えられま

す。 

 
 皆さん、こんにちは。著作権法の今年の改

正案は、今朝8時半の閣議で承認され、与党に

よる承認が9時40分に終了し、今日の夕方には

国会に提出されます。このように著作権ルー

ルが変わりつつあるという生々しい状況の中

で、皆さんにも著作権について学んでいただ

くわけです。今回の改正案の内容については、

また後ほど申し上げます。 
 これはどういうことかというと、私が持っ

ている「言論の自由」という人権と、ほかの

人が持っている「いたずらに名誉を毀損され

ない」という人権が、ぶつかり合うわけです。 

 ３つのテーマ 
 先週は、著作権課の川瀬室長から、権利の

具体的な内容等について話があったと思いま

すが、引き続き本日は、３つのポイントにつ

いてお話しします。 
人権と人権とがぶつかったらどうするかとい

うと、「法律」で「ルール」を決めるしかあ

りません。ほかの国は知りませんが、日本で

は、「言論の自由」と「名誉を毀損されない

権利」とがぶつかった場合は、「言論の自由

の方を抑圧する」というルールになっていま

す。あえて「抑圧」と言います。「言論の自

由」は、「名誉を毀損されない権利」の前で

抑圧される ――というルールになっているわ

けです。 

 第1は、権利制限と言われる「例外」の話で

す。権利はあるが、例外的に無断でコピーし

てよい、といった法律ルールです。 
 第2は、インターネットなどに代表される

「デジタル化・ネットワーク化」への対応と

いうことです。 
 そして第3は、著作権について、日本で今最

も大きな問題になっている「契約」のマイン

ドやシステムの話です。  著作権の場合は、「著作権を行使したこと

によって、他人の別の人権を損なう」などと

いうことは、まずありません。まずありませ

んが、「著作権の方を少し我慢してもらう」

ということによって、「他人の別の人権をよ

り良く保障できる」という場合があります。

 これら３つの点について、順次話を進めて

参ります。 
 

1「権利制限」という名の「例外」 
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 第1は、このような例外ルールがあるために

生じている皮肉な状況ということです。今申

し上げたように、著作権という人権を無視し

て無断でコピーなどしていいという「例外の

恩恵を受けている人」はどういう人たちかと

いうと、教育・福祉・報道など、何らかの

「人権」に関わっている人々です。 

例えば、「教育を受ける権利」です。ですか

ら、学校の先生が子供たちへの授業のために

今朝の新聞記事をコピーして配る ――と いう

ことは、例外としてOKになっております。 
 それから、「社会福祉を受ける権利」です。

例えば、これは私が書いた本ですが、皆様方

の中でこの本を「点訳」できる人がいたら、

いつでも、どこでも、だれでも点字に訳して

構わない、という法律ルールになっておりま

す。更にそれを営利目的で売っても構わない

というルールになっています。 

そうした方々は、昔は ――つまり、アナロ

グ環境下では――こうした例外ルールによっ

て、日常の仕事や活動のかなりの部分につい

て「無断コピー」ができていたわけです。そ

うすると、それが「当たり前」になってしま

うのです。学校の先生とか、ジャーナリスト

とか、福祉の関係者などの中には、「本来は

無断でコピーをしてはいけないのだけれども、

自分たちが人権にかかわる重要な仕事をして

いるために、例外規定の適用を受けて、あく

までも例外として無断でコピーできているの

だ」ということを忘れてしまう人が多いので

すね。「コピーできて当たり前」と思ってし

まうわけです。 

 あるいは「知る権利」もあります。人々の

知る権利を守るために、「報道利用」は自由

という法律ルールになっております。報道利

用で一番単純な例は、例えば「盗まれた絵が

発見された」という場合です。盗まれた絵が

発見されたら、その絵の写真が普通新聞の一

面に出ます。これはコピーしています。本来

無断ではコピーできないはずですが、人々の

知る権利を守るために報道利用は自由という

ことで、例外規定でコピーしてOKとなってい

るわけです。  そうすると、「人権にかかわる仕事をして

いる人ほど、著作権という人権については、

人権感覚が鈍い」という皮肉な状況になって

いるわけです。むしろ、営利企業の方々の方

が、著作権については人権感覚が鋭いです。

なぜかというと、営利目的で何かをすること

については、著作権法に例外規定がほとんど

ないからです。このため企業の方々は、他人

のものをコピーするときには、「必ず了解を

得る」と最初から思っているわけです 

 人々の「人権」を束にしたものが、簡単に

言うと「公益」ですが、このため著作権に関

するそうした例外ルールの対象を拡大するよ

うなときには、「公益性があるため」などと

説明されることが多いわけです。 
 ちなみに条約では、「スリー・ステップ・

テスト」と呼ばれる３つのチェックポイント

があり、この３つの条件をすべてクリアして

いる場合に限って、例外規定を置くことが認

められています。それは、①特別の場合であ

ること、②権利者の正当な利益を不当に害し

ないこと、③通常な利用を妨げないこと、と

いう３つです。 

むしろ教育や報道の関係者が、「自分たち

は『いいこと』をしているのだから、このく

らいできて当たりまえ」などといった傲慢で

独善的な考え方に陥りがちです。そうした

人々が、デジタル化やネットワーク化によっ

て利用形態が拡大し、あることを無断でしよ

うとすると、ある条件を満たさずに無断では

できない ――という状況に直面すると、「い

いことをしようとしているのに、不当に規制

されている」などと言い出すのです。 

 
(1) いくつかの問題 

 次に、この「権利制限」と呼ばれる著作権

の「例外のルール」について、よく見られる

問題のいくつかを例示してみましょう。 
 

(a) 「人権に関わる人」ほど著作権につい

ては「人権感覚」が「鈍い」という問

題 

 
(b) 「灰色部分」については「自己責任」 
第二の問題は、「権利者の了解を得て利用
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する」ということが原則であるにもかかわら

ず、それが「面倒だ」という人が、「例外ル

ールの範囲で利用する」ということを原則に

してしまうことです。このために、「例外の

範囲をもっと詳細・明確に規定せよ」とか、

逆に「フェア・ユースの考え方を取り入れて

大雑把にせよ」とかいったことを言っている

ようです。 
後者については後で説明しますが、前者の

「例外の範囲が分かりにくくて困る」という

のは、まったくおかしな主張です。「了解を

得る」のが原則なのですから、例外の範囲に

入るかどうか不明ならば、利用しないか、ま

たは権利者の了解を得ればいいのです。例外

ルールというのは、「明らかに例外の範囲に

含まれるとき」に例外になる ――というもの

なのです。 
どんな法律ルールにも、「黒」の場合と

「白」の場合の間に、どちらになるか（裁判で

決めてもらうまでは）よくわからないという

「灰色」の部分があります。著作権の例外に

ついては、そうした場合に無断で利用すると

「アブナイ」わけですが、「アブナイ」ので

あれば「しない」方がいいです。あえてする

なら、当然ですが「自己責任」です。自分で

責任をとるしかありません。 
 よく申し上げている話ですが、皆様方の中

で運転免許を持っていらっしゃる方はたくさ

んいらっしゃるでしょう。交通法規も勉強さ

れたと思いますが、駐車禁止は道幅何メート

ル以下でしたか。駐車後の道幅が3.5メートル

以下になる場合でしたっけ。そのような場合

には、駐車禁止です。しかし、田舎に行った

ら歩道もありませんし、道端にペンペン草も

生えていますから、残りの道幅が「3.5メート

ル以上とも思えるし、以下にも見える」とい

う場合がありますよね。そういう場合には

「駐車しない」ほうが「無難」です。そうし

た場合にあえて駐車するなら、違反切符を切

られるかもしれない ――と いうリスクを自分

でおかすしかありません。「アブナイ」こと

はなるべくしない、するなら「自己責任」と

いう単純なことです。 
 私が皆様方のような学生だったころ、もう

30年近く前ですが、こういう事件がありまし

た。ある人がアパートに入りました。自分の

うちにはクーラーがないが、隣のうちにはク

ーラーがある。そこでこの人は、アパートの

壁に穴を開けて、隣から冷気を引き込みまし

た。それで逮捕されてしまった。「冷気窃盗

罪」といって有罪になったのです。でもこの

事件は、確か最高裁まで行ったのです。 
 私は、今ここで成蹊大学の空気を吸ってお

りますが、「成蹊大の空気を盗んでいる」と

言う人はいないでしょう。空気というのは、

もともと窃盗罪の対象にはならないのです。

ところが、テクノロジーが発達して、お金を

かけエネルギーをかけて「空気を冷やせる」

という状況になると、その「冷やした空気」

は窃盗罪の対象になるのではないか ――とい

う話になってきたのです。それでその人は、

結局「冷気窃盗罪」で有罪になりましたが、

それでも最高裁まで行ったのです。 
 つまり、人類が始まってからずっとあった

はずの「他人のものを盗んではいけない」と

いう単純なルールについても、テクノロジー

が発達してくると、その「もの」とは何か、

「盗む」とは何か ――ということがあいまい

になってくるのです。電子データとか情報の

窃盗などということにも対応しなければなら

なくなってきますし、「盗む」ということに

関する法制も見直さなければいけなくなって

きます。 
そのような変化は今後もますます急速に起

こってきますので、「灰色部分」も増えてき

ますが、それは法律ルールの宿命であって、

自ら行動する人々の方が、あとあと起こる結

果についてよく考えた上で行動し、その結果

について責任をとることが必要になるわけで

す。そうした場合に、「自分がしたいこと」

を基準に「法律が曖昧で困る」などといって

も始まりませんし、仮に法改正運動を起こす

としても、法改正が実現されるまでの間は同

じことなのです。 
 
(c) 「権利制限があってもコピーしない」と

いう契約は原則として有効 
第3の問題は、こうした例外ルールについて、
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「利用者側に『利用する権利』を与えてい

る」という誤解や、「『利用しないという契

約』をしても無効」などという誤解を持って

いる人がいることです。 
 前者について言えば、権利制限は、「無断

でコピーしている人に『ストップ』と言え

る」という権利者の権利を制限しているだけ

ですので、例えば「権利者がコピー・プロテ

クションをかける」というのは自由です。つ

まり、「利用者がコピーできるという状況を

実現する」というわけではありません。この

点を誤解して、「権利制限があるのにコピ

ー・プロテクションをかけるのは、利用者の

『コピーする権利』の侵害」などと言ってい

る人がまだいるようです。 
 また、後者については、次のことをよく理

解してください。「公益性」も含め、何らか

の理由で権利者の権利を及ぼさない方がいい

――と いう場合に、これを実現する方法は

「権利制限」（いったん権利を与えた上で、例外

規定を置くこと）だけではありません。これに

は、 
① そもそも「保護対象物」から除外する 
② 「保護期間」を終了させて保護を打切る 
③ 無断でできない「利用行為」から除外す

る 
④ 無断でできない「利用行為」に含めてい

ったん権利の対象とした上で「例外規

定」で除外する 
といった方法があります。特に前記の③と④

については、どちらの方法をとるかというこ

とは、各国の伝統や立法技術上の問題として

決まってきます。 
 例えば、「小学校の学芸会で、子どもたち

が音楽を演奏する」ということに著作権を及

ぼしている国はおそらくないでしょうが、こ

れについて、日本では④、ドイツでは③の方

式がとられています。また、「図書館からの

本の無料貸し出し」についても、日本では④

ですが、条約や他国の法律では③である場合

が多いようです。さらに、前回説明があった

かと思いますが、「同一校内での有線の公衆

送信」は、日本では③の方式で除外されてい

ますが、④の方式で除外することも可能でし

た。 
 こうしたことについて、「訓古学的な法

学」が好きな人の中には、「③にするか④に

するかということについて、それなりの基準

や判断があったはずで、③ではなく④にして

いるということは、『コピーしない』という

契約を無効にするという趣旨だ」などいうこ

とを言っている人がいるようです。しかし、

法案を作ってきた文化庁では、そのような趣

旨で③か④かを決めてきたわけではありませ

ん。これはかいかぶりです。もちろん「公序

良俗に反する契約」は民法の規定によって無

効になります。しかし、公序良俗に反するか

どうかということを裁判所が判断するときに、

「権利の対象からの除外が、③の方式か、④

の方式か」といことが判断材料になるとした

ら、条文を作った文化庁が意図も予想もしな

かった重大な結果を招いてしまったことにな

るわけです。もしそんな判決が出たら、文化

庁は責任をとって直ちに法改正をすべきでし

ょう。 
 

(2) 例外ルールを変えようとする議論 
 こうした例外のルールは、当然どんどん変

えていっていいわけですが、そうした議論を

行うときにちょっと頭に入れておいていただ

きたいことがあります。 
 

(a) 「公益実現」の「コスト」は誰が 
   負担すべきか？ 
 著作権に関する例外ルールを分かりやすく

説明するのに、私は、いつも、「土地収用法

と同じ」と言っています。法学部の学生さん

たちに大雑把なことを言って申し訳ないので

すが、簡単に言えば土地収用法と同じです。

土地所有権があっても、公益性がある空港等

を造る場合には土地収用法が適用になって、

土地を取り上げられてしまうことも起こるわ

けです。ですから、ある意味では、著作権の

例外規定は土地収用法に似ているわけです。 
 ところで、例外規定の改正を議論するとき

に、土地収用法との関係で少し考えていただ

きたいのは、土地収用法が適用になった場合

にはお金は出るけれども、著作権の例外規定
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の場合には普通はお金は出ない ――というこ

とです。土地収用法適用というのは、実は土

地を取り上げられてしまうのではなくて、

「強制買い上げ」なのですね。しかし著作権

の場合は、例外規定が適用されて「無断でコ

ピーしていい」とされると、権利者はお金も

もらえないのです。ですから、著作権法の権

利制限規定というのは、権利者側から見ると、

土地収用法よりもずっとヒドイものなのです。 
 このために権利者側は、先ほど申し上げた

教育・福祉・報道などについても、次のよう

に言っています。「なるほどそれらについて、

公益性があるのは分かる。だから事前に了解

を取れとは言わない。しかし、公益を実現す

るための『コスト』は、普通だれが払うので

しょうか。保育園から自衛隊まで、公益を実

現するためのコストは、普通は税金でまかな

うのではないですか。土地収用法でさえ補償

金はくれるではないですか。なぜ著作権の場

合は、私の本がコピーされることによって私

の本が売れなくなる ――と いう形で、私個人

がそのコストを負担しなければならないので

しょうか。せめて補償金をください」。 
 
 「貸与権」に関する「図書館」の例外 

この問題を、皆さんによく考えていただき

たいのです。 
 例えば、〔資料 1〕の⑦の上から 2つ目に

「非営利・無料の場合の、本などの貸与」と

いう例外があります。「貸与」とは、占有の

移転 ――つまり貸し出すことです。この権利

制限は、要するに図書館などからの本の貸し

出しが対象です。これに関する「補償金制度

創設の可否」という話は、最近新聞などにも

よく出ているので皆さんご存じと思いますが、

答えが出ていない話ですから、皆様方もよく

ご自身で考えてみてください。 
 例えば、皆様方がビデオを借りに行ってお

金を払います。あるいはレンタル店にCDを借

りに行く場合も、お金を払います。これは、

レンタル屋さんが権利者にお金を払っている

からです。著作者が「自分の著作物を無断で

レンタルされない」という権利を持っている

ために、権利者との契約が必要になるのです。

これが「貸与権」 ――つまり、無断で貸与さ

れない権利です。 
ところが、この貸与が「非営利・無料」で

あれば、無断でできる ――という例外が著作

権法にあり、このために、図書館が本を貸す

のは無断でよいわけです。しかし、これを権

利者から見るとどうでしょうか。図書館に行

って人が本を借りるということは、その分本

を買わないわけです。図書館がなかったら本

を買うとは限りませんが、図書館で読んでし

まった人の多くは、その本を買いません。と

いうことは、著者に損害を与えているわけで

す。特に最近は、一部の図書館が、「ハリ

ー・ポッター」を100冊も買って貸しまくる、

などということをやっています。そうしたら、

その周辺の本屋さんでは、「ハリー・ポッタ

ー」は売れません。こういう状況になるわけ

です。 
 そこで、著者は、「確かに図書館が地域住

民のために無料で本を貸すのは公益性がある。

だから、われわれの了解を得なくていいです。

無断で貸してください。結構です。でも、な

ぜその公益を実現するためのコストを、著者

個人が負担しなければならないのですか。補

償金ぐらいは払ってくれませんか」と、図書

館側に言っているわけです。今は、そうした

補償金の制度はありませんので、そういう法

律を作ろうと言っているわけです。 
 このような場合に「補償金をもらえる権

利」 ――著作権の用語で言うと「許諾権」で

はなく「報酬請求権」 ――のことを、「公共

貸与権（公貸権）」と言います。先ほど申し上

げたように、日本では「貸与」全体について

「貸与権」という権利を及ぼし、「非営利・

無料」の部分について例外規定を設けていま

すが、他の多くの国では、そもそも「非営

利・無料」の部分は最初から除外して、残り

の「営利・有料」の部分 ――これを「レンタ

ル」と言います ――だけを権利の対象にして

います。この場合、「非営利・無料」の部分

は「さら地」になっているわけで、そこに新

たに「報酬請求権」を設けるのが「公貸権」

です。 
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 日本法にも既にある「公貸権」 
 ところが、この「公貸権」という法律ルー

ルは、日本の著作権法の中に既にあるのです。

今申し上げたように、日本の法律では「非営

利・無料」の貸与の部分が「さら地」ではな

くて本来は「貸与権」の対象 ――「権利制

限」で例外的に権利が否定されているだけ ―

―ですので、その部分だけをとらえて「○○

権」という呼び方はしていませんが、「補償

金を受ける権利」は、既に法定されています。 
これは、先ほどの〔資料1〕の⑦の3つ目の、

「ビデオなどの貸与」です。この資料では2つ
目と同じような表現になっていますが、少し

違うのです。ここには書いてありませんが、

図書館がビデオ・フィルム・DVDなどの動画

コンテンツ（著作権法上の「映画の著作物」）を

貸し出す場合には、「図書館」が「ビデオの

権利者」 ――つまり映画会社とかビデオ会社

――に補償金を払う、という法律ルールにな

っているのです。なぜかというと、ビデオの

場合には、借り出されたあと上映されてしま

う場合があるからです。これには合法の場合

と違法の場合がありますが、いずれにせよ、

ビデオの売り上げに大きな影響が出ます。で

すから、図書館が皆さんにビデオを貸し出す

ときには、図書館が映画会社に補償金を支払

いなさいというルールになっているのです。 
 そこで、この「補償金を受け取る権利」が、

実際上の契約実務としてどのように行使され

ているかといいますと、図書館がビデオを貸

し出すたびにビデオ会社にお金を払うのは面

倒ですので、どうしているかというと、図書

館がビデオを購入するときに、最初から未来

永劫分の補償金を「一括支払い」するという

契約になっているのです。その補償金は、購

入時に一括して支払うのですから、簡単に言

えば「購入価格に上乗せ」という形になって

います。要するに価格を上げるわけです。こ

れを「ライブラリー価格」と呼んでいます。

市販価格の2倍から十数倍という金額です。 
 例えば、皆さんがよく知っている「寅さ

ん」のビデオは、松竹から買うと1本3800円で

す。これを図書館が貸し出し用に買うときに

は、2倍の7600円になっています。「寅さん」

は、もうだいぶ減価償却が終わっていますか

ら2倍ですけれども、ものによっては10倍とか

十何倍というビデオもあります。そういう契

約ルールでやっているわけです。 
この契約方式のいいところは、その補償金

が「確実に権利者のもとに渡る」ということ

です。補償金分を、生産・仕入・販売という

ルートを逆に遡って、権利者に戻せばいいの

です。よくない点は、「貸出回数と補償金額

が連動しない」ということです。 
 
著者側が「ストップ」をかけている理由 
このように、ビデオやDVDについては既に

「公貸権」の法律ルールが法定されています

ので、その条文を「書籍」などに拡大するの

は、特に難しいことではありません。むしろ

簡単です。そこで、「では、そうした法改正

をしても良いですね」と言うと、この制度の

新設を求めていたはずの「著者」の側が、

「ちょっと待ってくれ」と言うのです。  
これは、なぜでしょうか。こうしたところ

が、著作権というものが「法律上の権利」だ

け考えていては分からない――という部分な

のですが、その原因は次のようなことです。

もし今、「ビデオと同じように、補償金をも

らえる権利を、本にも与えます」と言ったら、

どうなるでしょうか。どの本を何冊貸し出し

たかをすべて調べるには膨大な労力とコスト

がかかります。そうすると、結局、実務上考

えられる方法は、ビデオと同じような「ライ

ブラリー価格」の契約形態です。つまり、貸

出し用の本を図書館が買うときには、値段を2
倍にするとか5倍にするということです。 
 そうしたら、どうなりますか？ これは要

するに、本の価格が2～5倍になるということ

ですので、全国の図書館の「図書購入予算」

が増えない限り、単に売れる本の数が減るだ

けです。すると、出版社や著者が困ることに

なってしまうのです。だから、むしろ公貸権

の新設を主張してきた著者の側が、「ちょっ

と待ってくれ。そういう法改正はすぐにしな

いでくれ」と言っているわけです。 
 
 日本国民は「税金肩代わり方式」を受け入
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れるか？ 
 では、彼らはどうしたいかというと、イギ

リス方式にしたいのです。イギリスは、公貸

与権について、著作権法の改正ではなく、全

く新しい法律を作りました。なぜかというと、

著作権法で書けることは、「利用者（貸与する

人）」が「権利者（著者）」に補償金を払う ―

―ということですので、これではいずれにせ

よ、各図書館の予算が増えない限り、本が売

れなくなるからです。そこでイギリスは、全

く新しい法律を作って、その補償金を、利用

者である図書館の代りに政府が税金で支払う

――ということにしました。今申し上げた補

償金を政府が税金で払ってあげるのです。 
当然ですが、「政府」と言っても著作権を

所管している役所ではありません。これは図

書館のための制度ですから、図書館行政当局

です。日本で言えば、文部科学省生涯学習政

策局ですね。 
これは、すごい制度です。なぜかというと、

前々回申し上げましたように、著作権の世界

には、常に権利者と利用者の間の対立があり

ます。利用者は、アパートの家賃と同じで、

「なるべくお金を払いたくない」と思ってい

ます。これに対して権利者は、「なるべくた

くさんお金が欲しい」。つまり、「金よこ

せ」という権利者と「払いたくない」という

利用者の間の宿命的な対立がつきまとうわけ

です。 
そこで、イギリスの制度とはどういうこと

かというと、権利者・利用者の双方が、「こ

の補償金って、政府が税金で払ってくれたら、

両方ともハッピーじゃん」という制度です。

これがどうすごいかというと、本の出版であ

ろうが、映画であろうが、テレビであろうが、

あらゆる著作物利用には、何らかの公益性が

あるのです。だから、みんなが「著作権料は

全部税金で払ってくれ」と言い出す可能性が

あるわけです。これは本質的に、そうした制

度であって、だからこそイギリスでもこの制

度ができる時には大激論になったらしいので

す。当然ですが、この制度は著作権の本筋か

らはずれたもので、公貸権の制度が広がりつ

つあるヨーロッパでも、この方式が一般的で

あるわけではありません。 
 日本でも、著者側と図書館側が、文部科学

省も巻き込んで、そうした制度の新設につい

て協議を進めようとしているようですが、日

本ではまだ図書館が少ないです。村とか町の

レベルで言うと、図書館設置率はまだ非常に

低いのです。そうすると、イギリス方式を日

本で採用すると、「自分の町には図書館がな

い」という人が払った税金が、東京の人が図

書館から本を借りることに使われるのですよ

ね。それでいいのか？ ――ということは、既

に国会でも指摘されています。 
 
 民主国家の一員として何が「公正」かを 

考えるためのテーマとして最適  
このことについて、ある高校で「さあ、君

たち、どうしたらいいと思う？」と言ったら、

いろいろな意見が出ました。ある高校生は

「それならば、図書館が本を貸し出すときに

お金を取ればいいのではないか。そのお金を

充てればいいではないか」と言いました。図

書館の有料化です。そうしたら、別の子が

「そんなことをしたら、お金のある人しか図

書館に行けなくなる。それは良くない」と言

いました。さらに、別の子は「じゃあ、所得

制限を設けて、ある程度以上所得がない人は

図書館をただにすればいいじゃないか」と言

いました。また別の子は、「そんなことをし

たら、本を借りるときに貧乏だとばれてしま

うから差別が起こる」と言いました。さらに、

「図書館はひとつの本を1冊しか買えないよう

にする」とか、「半年間は貸出し禁止にす

る」など、高校生はいろいろなことを考えて

くれました。 
 この図書館の貸し出しの補償金という話は、

著作権の問題についてディスカッションする

ときに、例として非常に面白いといいますか、

皆様方が著作物の利用について何が公正か、

どういうルールを作ったらいいかを考えるう

えで大変面白い話題ですので、ぜひ今夜寝な

いで考えてみてください。 
また、著作権教育という観点から考えてみ

ても、民主国家における著作権教育とは、単

に法律ルールを「知る」ということだけでは
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なく、それを「変える」ための資質とか、そ

れを「使う」――後で述べる契約・ビジネス

の話 ――ということも含まれるわけで、新し

いルールを自ら考えるということについて、

この公貸権の話は非常に有効なのです。 
 
(b) 「他人の権利」を減らすと「自分の 

   権利」も減る 
もうひとつ、是非覚えておいていただきた

いことは、「他人の権利を減らすと、自分の

権利も減る」という当然のことです。 
 例えば、この辺りでもよく道路拡張工事を

やっていますね。そこで、1軒だけどかない家

があったりしますよね。そうするとよく渋滞

したりしますので、私も車を運転していると

きには、「あの家、どかせよ！」と思うので

す。ところが、もしそういう家をすぐにどか

せる ――という法律を作ってしまったらどう

なるかというと、私の家もいつどかされるか

分からない、ということになってしまうので

す。ですから、他人の人権を減らして例外規

定を作ったら、自分の人権も減るということ

は、よく分かっておいてください。これがま

た、ブロードバンド時代を迎えて、最近もの

すごく盛り上がってしまっています。 
 かつても同じことがありました。1990年代

の前半です。そのころ、「マルチメディア」

なるものが出現して、1つのCDの中にいろい

ろな情報を入れられる時代が来ました。当時

「マルチメディア」とか「マルチメディア・

コンテンツ」とか「マルチメディア・タイト

ル」などと呼ばれていたものは、今「ブロー

ドバンド・コンテンツ」などと呼ばれている

ものに、ある意味で似ています。しかし当時

は、ネット上の送信速度が遅くて、複雑なも

のは瞬時に送信しにくかったのです。そこで

まず、CDなどに入れた「パッケージ系」とい

うものが普及しました。これがだんだんと

「送信系」に変わっていったわけです。 
 
 マルチメディアを自由に作れるようにする 
 と、マルチメディアが自由に使われる 

そうしたパッケージ系の「マルチメディ

ア」の生産が拡大してきたころ、その生産者

は、当然「他人のものをパクッてCDに入れた

い」と思うようになりました。そこで、「マ

ルチメディを作ることは、日本の経済に貢献

するのだから、他人の著作物を無断で使って

いいという法律を作ってくれ」などと、よく

文化庁に言ってきました。そんなことは当然

条約違反ですから、WTO脱退などをしないと

できないのですが、私はそこで論争をしない

で、今で言う「乗りツッコミ」をしました。  

つまり、「はい、分かりました。じゃあ、そ

うしましょうかね。その代わり、そういう法

律を作ったら、あなたが他人のものをパクッ

てきてマルチメディアを作るのを私は待って

いて、あなたが作ったものを全部パクッて私

のCDに入れて、ほかの人のも入れて、大マル

チメディアにして売りますが、いいですね」

と言うのです。そう言われると、目が点にな

ってしまう人が多かったですね。つまり、

「自分が作るとき」の「他人の権利」をなく

したら、「作ったあと」の「自分の権利」も

なくなってしまう ――ということにまだ気が

付いていなかったのです。 
 こういうアホなことを絶対に言わないのは、

むしろ伝統的な業界です。ビデオ屋さん、コ

ンピューターソフト屋さん、レコード屋さん

といった方々は、「ユーザー・クリエータ」

ですから、作るときには権利者と契約して了

解を得てレコードに入れたり、ビデオに入れ

たりするわけですが、作ったあとは自分にも

権利が生じるわけです。そうすると、作ると

きは大変だけれども、この「大変」というこ

とは権利が強いということだから、それを我

慢して頑張って了解を取れば、作ったあとは

「同じルールで自分も守ってもらえる」とい

うことが分かっているのですね。だから、

「権利を切り下げよ」などということを安易

に言わないわけです。マルチメディア屋さん

はやっとそれが分かった。最近、そういう浅

薄なことを言う人はいません。 
 
 アホな議論も「パッケージ系」から 

「送信系」に移動 
 最近そういうアホなことを言い出している

のは、今度は「ブロードバンド屋さん」です。
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昔、他人のものをたくさん使って「パッケー

ジ系」のCDとして、「マルチメディア」なる

ものが作れるようになったのと同じように、

最近は「送信系」の「ブロードバンド・コン

テンツ」というものが発達してきました。 
そうなると、そうしたコンテンツを作って

いる人が、かつての「マルチメディア屋さ

ん」と同じことを言い出すわけです。要する

に他人のものをパクッてきて、ネットで流し

たいわけですね。こうした人々が、「既に存

在しているものを無断で使わせてくれ」と言

い出しているのです。人の権利を下げるとい

う議論をするのは当然結構でルールは変えら

れるわけですけれども、自分の権利も下がる

ことも分かっていただきたいものです。 
 
(3) 権利制限の具体例 

 
 具体的にどのような権利制限が法律ルール

として定められているかということは、〔資

料1〕に簡単に列挙してあります。 
 

(a) 「私的使用」と「デジタル補償金」 
 最初の①は、いわゆる「私的使用のための

コピー」と言われているもので、皆さんがい

つも使っていらっしゃるものは、例えば「テ

レビ番組のビデオ録画」です。それもコピー

には違いないので、本来は無断でやってはい

けないのですが、「自分や家族など」が「仕

事以外の目的」で ――つまり、楽しんだり学

んだりするためにコピーする場合は、例外的

に無断でコピーできる、という法律ルールに

なっているわけです。 
 ただし、デジタル方式のコピーの場合は、

少しルールが違います。どういうことかとい

うと、昔の、例えば音楽CDを買ってきて、こ

れをカセットテープに入れ直してウォークマ

ンで聞く ――ということは、例外の対象とし

て無断でできました。そのようなことをして

も、条約による条件である「権利者の正当な

利益を不当に害しないこと」に反しないから

です。ところが、デジタル方式のCDを、同じ

デジタル方式のMDやCDに録音しなおす場合

には、ちょっと話が変わってきます。なぜか

というと、「クローン・コピー」などと呼ば

れる「全く同じもの」ができてしまうからで

す。 
そうなると、オリジナルのCDの方を売る人

が出てきます。或いは、友人にオリジナルを

渡し、その友人が同じようにデジタルでコピ

ー し 、 さ ら に 別 の 友 人 に オ リ ジ ナ ル を 渡

し・・・といったことが起こるようになって

きます。自分がコピーしたMDなどは、あくま

でも「自分自身の私的使用」のためのもので

すので、これを市販したりすると違法になり

ますが、「オリジナル」の方を売るのは合法

です。しかし、その両者は全く同じものなの

です。昔のカセットテープは音質が劣化しま

したので、オリジナルも手元に置かれました

が、デジタルになるとこうした問題が起きて

きます。新品の売上が落ちてしまうのです。 
 そこで、考え方としては次のようなことを

しました。まず、デジタル方式の場合は「私

的使用のためのコピー」を例外の対象から除

外します。しかし、「補償金」を支払った人

についてはデジタル・コピーがとれるように

します。さらに、その補償金を、MDやMDレ

コーダーなどの媒体・機器の価格に上乗せす

るのです。これが、いわゆる「私的録音補償

金」の制度で、録画についても既に開始され

ています。ですから、みなさんが買っている

MDの値段には、既に補償金が含まれているの

です。 
 したがってこの制度は、「誰が、どの曲を、

何回コピーしたのか」という「コピー行為の

実態」とは連動しない制度です。先ほどの

「公貸権」のところでも申し上げましたが、

特に補償金（報酬請求権）の場合には、いちい

ち利用行為ごとに権利者の了解を得る「許諾

権」の場合とは異なり、利用実態とピッタリ

合った課金ということをどの程度追求するか

――ということが大きな問題になります。多

くの人々がＣDをMDに録音しなおすようなこ

とについては、個々のコピー行為をすべて把

握するのは不可能ですので、こうした「エイ

ヤッ」という制度によって、双方「納得」す

るという制度とされたのです。 
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「実態に合わせない制度」を「実態」に合 
わせる？――パンドラの箱を開けた経団連 

 ところが、この制度については、最近、権

利者・利用者の双方から不満が出てきました。

まず最初に不満を言い出したのは、利用者側

です。といっても、この制度における利用者

は、皆様方のような個々のMD利用者ですが、

実際に不満を言っているのは、MDなどの価格

に補償金を上乗せしている「メーカー」です。

補償金の負担者は消費者なのですから、メー

カ ―に不満があるのは本来おかしいのですが、

「実質的には自分たちが負担している」とい

うおかしな意識をもっている人や、「それに

よって価格が上がり、売れなくなっている」

と思っている人々がいるのです。 
こうした方々の中に、前々回ご説明した

「無断コピーを防ぐための、コピー・コント

ロールやコピー・プロテクション」などにつ

いて、不満を言う人がいるのです。つまり、

そうした「コピーできないCD」が増えてくる

と、その分については「補償金を払っている

のに、実際にはコピーできない」のだから、

その分については補償金を下げろ ――と いう

主張です。一応スジが通っていますね。つま

り、「実態に合わせろ」というわけです。 
一方で権利者側も、不満を述べています。

実は現在の補償金制度では、MDや音楽用の

CD-Rなど、政府が指定したものだけが補償金

徴収の対象となっています。しかし実際には、

パソコンや、その中のハードディスクなども

音楽録音に使われているわけで、そうしたも

のも指定して補償金を取るべきだ ――と いう

主張です。さらに、当初予想された以上に、

オリジナルの中古品販売による損害などが拡

大しているので、それに見合うように補償金

を上げるべきだ、という主張もあります。こ

れも一応スジが通った主張です。こちらも要

するに、「実態に合わせろ」ということです。 
そこでこの問題については、現在、両者間

の協議が進められていますが、さあどうなる

でしょうか。その協議の場は文化庁が作りま

したが、ウチは高みの見物です。そもそも、

「実態には合わせない」という前提で、関係

者の合意によって作った制度について、両者

ともに「実態に合わせろ」と主張しているわ

けで、それならば双方が、まず「実態」を調

査して証明しなければならないでしょう。

「・・・というものがあるはずだ」などとい

うことでは、国会は法律ルールの改正をして

はくれません。 
このようにこの議論は、「実態を把握する

ことは不可能だから、実態とは関係ないもの

にする」という合意のもとに作られたこの制

度について、メーカー側の経団連が、言わば

「パンドラの箱」を開けてしまったことによ

って始まったものです。言い出してしまった

以上は、責任を持って「具体案」を出しても

らう予定です。 
 
(b) 「教育目的」の権利制限 
今年の法改正：①学習者によるコピー 
次に、〔資料1〕②の「教育目的」にうつり

ます。現在の法律ルールでは、「学校や公民

館など、非営利の教育機関で、授業を担当す

る人が、自分の授業で使うための教材として、

公表済の著作物をコピーする場合は、原則と

して無断でできる」ということになっていま

す。 
この部分について、今年法改正をする予定

ですが、どうするかというと、この例外によ

って無断コピーができる主体に「学習者」を

加えるのです。今のルールでは、例えば学校

の場合、先生は無断でコピーできるが生徒は

ダメ ――ということになっています。ただし、

生徒が自分で学ぶために自分用のコピーを自

分で作る場合は、コンピュータ教室でのダウ

ンロードやプリントアウトなども含め、今の

法律ルールで例外的に無断でできます。先ほ

ど申し上げた「私的使用」の中に「学習目

的」が含まれるからです。では、何ができな

いかというと、例えば、今朝の新聞記事や、

ネット上で公開されている面白い資料につい

て、子どもたちが自分の判断でコピーして、

クラス内に配布し、授業での討論に使う――

というような場合です。先生が選んで先生が

指示したコピーなら現行のルールで例外の対

象になりますが、自分が選んだ場合は別です。

また、他の生徒に配布しますので、「私的使
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用」でもありません。この部分について、関

係者間協議での合意形成を受けた審議会での

審議を経て、例外の範囲に加えるための法改

正をするわけです。 
余談ですが、この法改正について最も強硬

に反対していたのは、NIEを推進しているは

ずの新聞協会でした。このため、審議会でこ

の問題を審議するとき、担当の法制問題小委

員会には、新聞協会の委員を入れませんでし

た。とにかく反対 ――という人は、入っても

らっても建設的な議論を妨げるだけだからで

す。小委員会で結論が出た後に、審議会本体

で議論するときには、当然新聞協会の委員も

いるわけですが、私は、子どもたちのために

行うこの改正について、反対できるもんなら

してみろ ――という考えでした。実害がある

ならともかく、ないのであれば、最後まで反

対できないと読んだのです。案の定「法制問

題小委員会に入れてもらいたかった」という

意見があり、「今度からそうします」と答え

て、法改正案は審議会本体でも承認されたの

です。 
 
今年の法改正：②遠隔授業での教材送信 

 今年の法改正の2つ目は、新しい事項なので

この資料にはまだ載っていませんが、次のよ

うなことです。今説明した例外規定を使って、

学校の先生が今朝の新聞記事をコピーして、

クラスの子供たちに配りました。そこで、多

くのサテライト教室を結んで、遠隔授業が行

われていたとします。当然ですが、主会場で

配布した教材を、副会場に送信します。ファ

ックスで送るとか、メールするとか、もっと

簡単なのは「画面に映し出す」ということで

す。ところが、その瞬間に違法になってしま

うのです。なぜかというと、「例外的に無断

でコピーしていい」という法律ルールはあっ

ても、「送信していい」とは書いてないから

です。 
しかしこれは、「コピーはいいが送信はさ

せるべきではない」という判断が昭和45年に

あったわけではなくて、単にそうした技術や

実態がなかっただけでしょう。そこで、これ

も関係者間の協議・合意形成を経て、法改正

案を作りました。簡単に言うと、授業の「中

継」をする場合に、主会場で使われている教

材の公衆送信を例外の対象とするということ

です。主会場がない場合は対象外ですので、

放送大学のような送信のみという形態はだめ

です。また、サーバーに蓄積しておいてアク

セスに応じて送信する形態も対象外です。そ

うしないと、「このサイトは教育目的だ」と

言えば、何でも無断で送信できることになっ

てしまうからです。 
 
今年の法改正：③インターネット試験 

 教育の関係では、〔資料1〕の一番下の「試

験問題としてのコピー」というものがありま

すが、これについて、今年の法改正の3つ目が

あります。例えば、入学試験の問題で小説な

どが出ますが、入学試験の問題を作るときに、

「すみません、成蹊大学ですが、来年度の入

試で先生の小説を使いたいのですが」と言っ

てしまったら、入試問題の内容がばれてしま

うでしょう。だから、これは無断でやってい

いことになっているのです。 
ところが最近は、いろいろな試験を、例え

ば大学の通信教育などのときにネットでやる

場合があります。この場合についても、これ

までは「コピーしていい」というルールはあ

っても「送信していい」というルールがなか

ったわけですが、送信も例外的に無断ででき

るように、今年法改正をする予定です。 
 
(c) 「拡大教科書」に関する改正 

   （今年の法改正④） 
 今年の法改正の中に権利制限に関するもの

は4つありますが、残りのひとつが「拡大教科

書」に関するもので、これは「教育関係」と

言っても「福祉関係」と言ってもいいもので

す。 
 〔資料1〕②「教育」関係の上から2番目に、

「検定教科書への掲載」というものがありま

す。教科書には、例えば国語の教科書であれ

ば当たり前ですが、詩とか、俳句とか小説が

載っています。これは、例外的に無断で掲載

（コピー）してもいいことになっています。と

ころが、「弱視」の子どもたちというのがい
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るのですね。「全盲」の場合には、盲学校で

いたれりつくせりの施策があるのですが、弱

視の子どもたちが普通教室で学んでいる場合、

教科書が読みにくいわけです。 
このことについて文部省は、「社会に出た

らルーペで新聞を読むのだから、教室でもル

ーペで教科書を読む訓練をしておいた方がい

い」などと言ってきたようですが、これは保

護者から見るとおかしい。社会に出てから新

聞を読むのは何時間かかってもいいわけです

が、教室の中では、同じ授業時間の中で、隣

の子どもは教科書をぱらぱらめくっているの

に、弱視の子どもはルーペで追っている――

というのはどうか、と思えるわけですね。そ

こで、ボランティアの方々などが、弱視の子

供たちのために「拡大教科書」というのを作

っています。 
これは拡大コピーではありません。それで

もいいのですが、単に拡大すると大きくなり

すぎるので、通常は版を同じにしておいて、

字を大きくします。厚くなるわけですね。そ

うすると、写真や図を入れる位置も工夫する

必要が出てきます。こうしたボランティアの

方々は、教科書が決まってからすべての権利

者に電話して了解をとっていますが、殆どの

人は快く了解してくれるものの、時間がない。

4月に間に合わないと意味がないのです。 
そこで、この拡大教科書も例外の対象にす

ることにしました。が、先ほども申し上げま

したように、教科書へのコピーは今でも例外

の対象になっています。ですから、「教科書

を拡大したものも教科書だ」と文部科学省が

言ってくれれば、この改正は必要ないのです。

しかし文部科学省が、「教科書を拡大したら、

それはもう教科書ではない。字の大きさも検

定しているのだ」と言っているため、著作権

法の方を直してしまうことにしました。 
時間の関係で、その他の権利制限規定につ

いて個々に説明することはしませんが、〔資

料1〕のようなものがあります。 
 
(4) 「フェア・ユース」とは？ 

 権利制限については最後に、世の中で非常

に誤解が多い「フェア・ユース」というもの

について、若干申し上げておきます。 
 例外規定については、「例外の範囲」（広く

するか狭くするか）という課題と、「例外の書

き方」（詳細に書くか大まかに書くか）という課

題の2つがありますが、いわゆる「フェア・ユ

ース」というのは、後者の「書き方」の問題

であって、「広さ」とは関係ありません。 
 アメリカは著作権保護が遅れている、とい

うことを前々回に申し上げましたが、アメリ

カの法律には、権利制限の例外ルールについ

て、「フェア・ユースはOK」という規定があ

ります。フェアなユース、つまり、「公正な

る利用」はOKだという規定があるのです。こ

れは、「何が公正な利用か？」ということは、

裁判で勝負してください ――ということなの

です。 
 
 例外の範囲が「広い」わけではない 
 この「フェア・ユース」という規定につい

ては誤解多いのですが、一番多い誤解は、

「これによって広範な無断利用が認められて

いる」という誤解です。これはあくまでも、

例外規定の「書き方」の問題であって、「例

外の広さ」とは無関係です。フェア・ユース

という書き方は、「具体的な例外の範囲を裁

判所の判決に任せてしまう」というものです

ので、「判例によって狭くする」ということ

も当然あり得るわけです。 
この、法律の書き方ということについては、

法学を勉強している皆さんは、よく頭に置い

ておいてください。法律は細かく書いたほう

がいいのか、大雑把に書いたほうがいいのか。

これは著作権法だけではなく、あらゆる法律

に関係する重大な問題です。 
細かく書くと、どういう場合にどの規定が

適用になるかならないか、ということは明確

になります。しかし、条文自体は難解になっ

て読みにくくなります。逆に大まかに書くと、

条文は読みやすいけれども、どういう場合に

適用になるのかといった細かいことは、分か

りにくくなり、裁判をしないと決まらないと

いうことになります。更に、少なくとも著作

権法については、細かく書けば書くほど脱法

行為もしやすくなる ――と いうことも言えま
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す。 
 日本人は非常にまじめなので、細かく法律

を書くのが好きですね。大まかにすると、マ

スコミも国民も、「不明確だ」「あいまい

だ」「無責任だ」などと言い出しますが、こ

うした「法律依存体質」とか、「法律直接適

用の状態が好き」というのが日本の特徴です。

このことが、後で申し上げる「契約システ

ム」の未発達とか、「司法」に対する考え方

――「裁判」というのは「この世の終わり」

のような大変なこと、という意識 ――と 関係

しているようです。 
そうした日本人から見ると、アメリカのよ

うなやり方は「いいかげん」に見えるかもし

れませんが、社会全体のシステムとしては、

それで機能するようになっているのです。そ

うした「全体」を見ないで、アメリカの一部

の制度やシステムを崇拝して持ち込もうとす

る人が、著作権に限らずあらゆる分野で、日

本には多いのですが、これは困った現象です。 
 
「司法」が支えるフェア・ユース 

 アメリカでフェア・ユースの考え方が機能

している背景には、2つ理由があります。1つ
は、「裁判」というものが進んでいることで

す。「裁判が進んでいる」というのは変な言

い方ですが、これには「制度・システム」の

問題と「人々の意識」の問題の両方が含まれ

ているので、あえてこうした言い方をしまし

た。 
これは、いいか悪いかということは別問題

です。政府や法律に頼らずに何でも裁判で解

決していくというコモンローの発想は、過度

な責任を負わされている日本の役人から見る

とうらやましい限りです。アメリカでは、著

作権行政当局の役人は、「著作権法の解釈に

ついての問い合わせに応じてはならない」と

いうルールになっており、何でも「当人」が

裁判で ――つ まり「自助努力」で ――勝 負す

るわけです。 
しかし、何でもかんでも弁護士が裁判のネ

タを探してどんどん裁判を起こしていく――

ということについては、アメリカ国内でも批

判があります。数え方によっては、人口当た

りの弁護士の数は、アメリカは日本の20倍だ

そうですが、彼らが食っていくためにはトラ

ブルを発見するとか、むしろトラブルを作り

出して、裁判をやっていかなければならない

わけで、そうした非生産的なことに優秀な人

材が多く振り向けられていいのか、といった

議論もあるようです。 
 アメリカの弁護士たちの中に、著作権や特

許などのいわゆる知的財産を専門にしている

グループがあり、会員組織があるそうですが、

その会員数が日本の全弁護士の数を超えてい

るのだそうです。 
さらに、「自分で裁判を起こして解決す

る」という国民の意識だけでなく、裁判の長

さ、費用、あるいは、今日は詳しくは申しま

せんが、個人が大企業を相手に訴えた場合な

どに対等に闘えるようにするための様々な制

度など、裁判での問題解決を支援するための

ルールが、アメリカでは非常に進んでいます。 
 
「お上だのみ」「事前規制型」とも関係 
ちょっと脱線しますが、日本の人々が「細

かく書いた法律」が好きな理由は、後で裁判

をやって人間関係を損うよりも、「事前」に

「お上」がルールを決めておいてくれ ――と

いう、「お上だのみ」「事前規制型社会指

向」などといったこととも関係しているよう

です。 
 これは本当にあった話ですが、今から30年
ぐらい前に、あるお母さんが子供のためにブ

リキのおもちゃを買いました。よくある1両の

電車です。あれで子供がぎこぎこやっていた

ら指を切ってしまったのです。それで機能が

回復しなくなった。このお母さんが消費者運

動に関わっていたので、どうしたかというと、

「大体、こんな危険なものを売らせた政府が

けしからん。ちゃんと事前に規制しろ」と言

ったのです。 
これをアメリカ人に言うと驚きます。私は

この話をいつもアメリカ人にするのです。

「お宅のお子さんがおもちゃを買ってきてけ

がをしました。機能が回復しませんでした。

あなたならどうしますか？」と言うと、アメ

リカ人は 10人が 10人、「作った企業を訴え
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る」と言います。ところが、日本人の大部分

は、「政府がけしからん」と言うのですね。

政府に頼らないアメリカ人にとっては、驚く

べきことです。 
 これに乗ったのが当時の通産省です。消費

生活用品安全法という規制を作って、「危な

いものは通産省のチェックなしには売らせな

い」という規制ルールを作ったのです。ブリ

キのおもちゃ、ヘルメット、登山用ザイル、

金属バットなどです。この金属バットが、日

米貿易摩擦で引っ掛かって、「アメリカが本

場のものを、日本政府がかってにチェックす

るな」と言われて、通産省は金属バットを除

外しました。 
 通産省が賢いのは、この制度に付随して、

天下り先も作ったことだと言われています。

消費生活用品安全法では、政府がチェックし

て「Sマーク」をつけたものでないと、ザイル

などを売らせない ――という法律を作りまし

たが、その規制対象物品以外のものについて

も、新たに「SGマーク」というのを作りまし

た。これは、販売規制をするのではなくて、

「保険」をかけるものです。 
 皆さん、お宅にお帰りになったら、お風呂

のふたを見てください。殆どの場合、そこに

「SGマーク」必ず付いています。ついていな

かったら、ついているものに替えてください。

このマークをもらうために、メーカーが1円だ

か2円だかを払うのですが、それが保険金にな

っていて、お風呂のふたの欠陥のために湯の

中に落ちて火傷をした ――などという場合、

消費者から損害賠償を請求されても、保険が

きくのです。「Sマーク」をつけるためのチェ

ックや、「SGマーク」の運用は、某法人がや

っているわけです。 
 このように、日本では消費者自身が、「お

上だのみ」の「事前チェック型」が好きなの

ですね。だから、根本的な行政改革ができな

いのです。「役人が仕切るな」「規制緩和・

自由化しろ」などと言われてそうすると、当

然ですが結果として「格差」や「問題」が生

じますが、それを「自助努力」で乗り越えよ

うとせず、「政府が無責任」などと言う人が

多いのです。それではまた「官僚主導」や

「規制」に戻ってしまうのですね。 
ここは大学ですが、アメリカでは州にもよ

りますが、学者が5人集まって「ボクたち大学

ね」と言えば、届け出だけで大学になれるの

です。ただし、そこの卒業生を社会や労働市

場が「大卒」と認めるかどうかは、全く別の

問題です。それは、社会や労働市場の側が決

めることでしょう。ところが日本では、企業

が学歴に頼った給与システムにこだわってい

るため、「大卒である人とない人」「大学で

あるものとないもの」を政府が決めて、事前

チェックで品質保証をしろ――と人々が言う

のですね。 
そうなると、文部省に「大学の教育内容」

をすべてチェックする能力などありませんか

ら、結局「校地面積」とか「図書館の本の

数」などといった、しょうもない規制になっ

ていくのです。この規制については、よくア

メリカの人から、いわゆる「アメリカ大学日

本分校」との関係で言われる ――つまり、

「しょうもない規制を止めろ」と言われる ―

―のですが、それに対して私はいつも、「ブ

リキのおもちゃ」の話から始めて、消費者が

「お上」による「事前チェック」を求めてい

る状況 ――民 主国家である以上、ワガママで

もなんでも、政府はそれに対応せざるを得な

い状況を、説明するのです。 
 
「契約」が支えるフェア・ユース 

 アメリカでフェア・ユースという大雑把な

規定の仕方が機能しているもうひとつの理由

は、「契約」です。フェア・ユースという大

雑把な規定だけを置いて、後は裁判勝負――

ということにすると、当然ですが裁判が頻発

します。これでは困るので、民間の当事者同

士が合意事項を作るのです。日本では、「フ

ェア・ユースがいいが、解釈が分かれると裁

判が頻発するので、政府がガイドラインを示

すべきだ」などというアホなことを言う人が

いて困るのですが、それならば最初から法律

に書いた方がいいのです。法律に書かずに政

府がガイドラインを示すというのは、「国会

軽視」「官僚支配」を許すものでしょう。そ

もそも、政府がガイドラインを作っても、著
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作権が私権である以上、裁判は起こせるので

す。 
 例えばアメリカでは、権利者団体と教育関

係団体が合意を結んで、自らガイドラインを

決めています。これに相当する「条件」は、

日本の著作権法では第35条に書いてあり、皆

さん複雑で分かりにくいなどとおっしゃいま

すが、アメリカにあるガイドラインは、この

条文の数百倍詳しいものです。 
 これを当事者同士の合意でつくり、おたが

いに「この範囲で使いますので、訴えないで

ください」「この範囲で使っているうちは、

フェア・ユースだと認めて、訴えません」と

契約するのです。これが定着すると、裁判が

起きた場合でも、裁判所はその内容を無視で

きなくなります。裁判所がこのガイドライン

を無視して判決を出すと、それまでいいと思

って、両者が納得して行っていたことが突然

に「裁判すると負ける」という状況になり、

世の中に大混乱をもたらすからです。 
 こうした状況になるのは、国民性もありま

すが、アメリカでは「役人が信用されていな

い」ということでしょうね。これも、いい悪

いの問題ではありません。アメリカでは、業

界や団体の人々が直接政治家と結びついて法

律や制度を作っていくのです。だから、優秀

な人は民間に行って、役人にはならない。ア

メリカから来た財界代表団を、東京のアメリ

カ商工会議所の人（アメリカ人）が通産省に連

れて行こうとしたら、アメリカ財界の人々は

「なんで役人なんかに会うんだ？ それより

トヨタやソニーの社長に会おう」と言ったそ

うですが、そうしたシステムになっているわ

けです。 
 日本の問題は、これまで役人が仕切ってき

たこと自身よりも、現在役人を叩いて主導権

を取り上げようとしているのに ――それ自身

はいいことですが ――それに替わるシステム

を作っていく動きがない、ということでしょ

う。一般の人々には、まだ「契約と裁判で自

ら利益を確保する」とか「政治家と直結す

る」といった覚悟がないようですし、政治家

の方はどうでしょうか。 
 アメリカのような、民間のアグリーメント

と裁判でやっていく、という方向に日本が行

くのがいいのかどうか、皆さんよく考えてく

ださい。そういう方向に日本が行けるとした

ら、極端に言えば、資料にある権利制限規定

は全部なくして1条だけにし、「公正なる利用

は許される」――以上終わり、あとは皆様方、

どうぞアグリーメントを結んでください、気

に入らない方は裁判をやってください、とい

うことができるのです。 
そうなると、私どもの仕事もぐっと減って、

非常に楽になるわけです。楽になると定員削

減でクビになるかもしれませんが、それが行

政改革であり、脱官僚支配ということでしょ

う。官僚主導を脱するためには、これまで官

僚がやってきたことについて、「もう誰もし

ないでいい」と言うか、「誰かがそれを代替

する」ということをするしかないのです。そ

うしたことについて、著作権の問題だけでは

なく、皆さんにぜひお考えいただきたいと思

います。 
 
2 「デジタル化・ネットワーク化」

への対応  
 
 次に、本日２つ目の大きなテーマである

「デジタル化・ネットワーク化」への対応と

いうことについてお話しします。〔資料2〕を

ご覧ください。 
 
 不勉強の象徴である「全面見直し」の主張 

パソコンやインターネットに代表されるよ

うな技術や機器が進んできますと、「テクノ

ロジーが急速に発達してきて、昔と違うデジ

タル環境になっているのだから、著作権法も

全面的に見直すべきだ」などということを言

う人が増えてきますが、そういうことを言っ

ている人の殆どは、単に不勉強か怠慢な人々

です。 
そうしたことを言う人には、私は全員に

「では、どのように全面的に改正するのか、

改正案を持ってきてください。条文でなくて

もいいですから、どこをどのように直すのか、

案をください」と言っていますが、これまで

誰一人として、そのような案を持ってきた人
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このために、先ほど申し上げたように、例

えばMDなどのデジタル媒体に「補償金」を上

乗せするといった制度が、日本を含むいくつ

かの国で作られました。 

はいません。要するに、なんかややこしいな

――というだけで、「全面見直し」などとい

う無責任なことを言っているのですね。 
確かに著作権法は読みにくいかもしれませ

んが、それでも国会が作ったものなのですか

ら、一部改正であろうと全面改正であろうと、

まず現在のルールを勉強して、具体的に何を

どうするかと言う案を考えなければならない

のです。 

 しかし、デジタル化の影響については、ク

ローン・コピーの出現よりももっと大きなこ

とがあります。それは、デジタル化するとコ

ンピュータで操作できるようになるというこ

とです。 
その結果何が起きたかと言うと、第2に、

「改変」がしやすくなりました。このために、

「同一性保持権」についての議論が巻き起こ

り、前々回申し上げたように、「実演家にも

同一性保持権を与える」といったことが起き

てきました。著作物については、昔から「小

説のストーリーの改ざん」とか「絵の色の改

ざん」なということが、アナログの著作物に

ついても起こっていたので、同一性保持権が

必要でしたが、「実演」を改変する ――例え

ば、俳優の演技やダンサーの踊りを改変する

などということは、フィルムの一こま一こま

を書き直していくわけですから、殆ど起こら

なかったのです。 

デジタル化が始まったころには、著作権の

専門家と言われる人々も含めて、「全面的な

改正が必要なのではないか」という「ムー

ド」が広がりましたし、多くの人が「マルチ

メディア」と呼ばれた「物」にとらわれてし

まっていました。しかし現在では、そうした

議論もおちつき、既に条約もできて、対応の

方向性も固まっています。 
デジタル化やインターネットに対応して何

をすべきかということについては、既に法律

ルールの在り方に関する国際的な結論が出て

いるわけで、「ルールがあいまい」などと言

っている人は、単なる不勉強か、法律と契約

の混同に陥っているにすぎません。 
 ところが、最近はパソコンでいくらでも直

せます。ダンサーの方が踊っているときに体

型を変えて胸を大きくする、お尻を大きくす

る、チビにする、デブにする、裸にする、顔

を擦り替えるなど何でもできてしまうわけで

す。コンピューターで操作できるようになっ

て著作物・情報等の改変がしやすくなったの

で、「実演についても無断で改変してはいけ

ない」というルールを作りました。 

そうした冷静な議論が行われるようになっ

たのは、マルチメディアとかサイバースペー

スとかバーチャルリアリティーとかいった

「流行ことば」を乗り越えて、人々が「何が

起こっているのか」ということに関する理解

を深めたためです。まずそのことを整理して

みましょう。 
 
「デジタル化」の影響：「改変」「融合」 
〔資料2〕にお示ししたように、情報化とい

うことのために起こってきたことは、「デジ

タル化」と「ネットワーク化」です。   

 ところが、これについても世の中には対立

があります。「昔はできなかった改変ができ

るようになったのだから、むしろ権利を弱め

て、改変していいことにしてくれ」という意

見もあります。逆に、今の話のように、「改

変がしやすくなってしまったのだから、もっ

と権利を強めて改変できないようにしてく

れ」という意見もあります。これは、皆様方

が考えて将来のルールを国民の1人として作っ

ていくということです。 

まず、著作物が「デジタル」という形式で

記録されたり送信されたりするようになって

きました。詳しい説明ははぶきますが、デジ

タル形式になると、クローンなどと呼ばれる

ような「オリジナルと全く同じコピー」がで

きるようになります。そうなると、合法的に

作られるコピーについても、オリジナルの転

売による中古市場の形成など、権利者にとっ

ての損害が大きくなります。 
 コンピュータによる操作ということによっ

て起きたことの第2は、いろいろなものを「融
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合」できるようになった、ということです。

そうしたものでCDなどに入っている「パッケ

ージ系」のものが、いわゆる「マルチメディ

ア」です。最近はそうしたものが送信されま

すので、「ブロードバンド・コンテンツ」な

どと呼ばれるようになりました。 
昔のアナログ環境では、種類の違う著作

物・情報を一つにまとめることは非常に難し

かったのです。ですから、今でもありますけ

れども、語学教材などについて「本にカセッ

トテープを付けて売る」などということが行

われていました。最近では、文章も絵も音も

映像も、すべてCDやDVDに融合して記録でき

ます。 
 
「ネットワーク化」の影響 

 ところが、この辺りまでのことは、私が言

うのも何ですが、どうということはないので

す。皆様方が使う個人用のパソコンの中だけ

で起こっているのであれば、どうということ

はありません。 
例えば、皆様方がだれかの作ったコンテン

ツを自分のパソコンに取り込んで完全なコピ

ーを作って、それを改変して、ほかのものと

融合して、夜中にパソコンをいじりながら画

面を見て「いひひ」と笑っているというのは、

気味の悪い状況ですけれども、社会全体とし

て見れば別にどうということはありません。

今申し上げた状況の中には、法律的には著作

権侵害になる部分もあり得ますが、皆様方の

「1台のパソコン」の中だけで起きていれば、

世の中的にはどうということはないのです。 
 では、何が「どうということがある」かと

いうと、次に書いてある「ネットワーク化」

のほうです。つまりインターネットです。イ

ンターネットができたことによって、昔は放

送局しかできなかった「コンテンツを世の中

に広く送信する」ということが、だれでもで

きるようになったのです。これとデジタル化

が一緒になるとえらいことが起こるのです。 
 皆様方が他人のコンテンツを持ってきて、

ダウンロードして、それを改変して、ほかの

ものと融合して、それをインターネットで送

信する。受信した人が、それをまたデジタル

コピーして、改変をして、融合して、さらに

送信する。このぐるぐる回りが起こることが

問題です。 
 そういうことが、1990年代の前半に国際的

に侃々諤々の議論が行われて、やっと理解さ

れてきたのです。それまでは、「マルチメデ

ィア」と呼ばれる「物」だけを見て、大騒ぎ

をしていたのです。 
 
 WIPOによる検討の結果 
 そうした議論の混乱を乗り越えたのが、90
年代の中ごろで、今から10年ぐらい前のこと

です。そこに至るには、WIPO（世界知的所有

権機関）を中心に様々な議論が行われました。

そのような検討の結果、今では国際的な常識

になっていることが、いくつかあります。 
 第1は、「議論すべきことはマルチメディア

という『もの』ではない」「デジタル化・ネ

ットワーク化という『現象』の全体だ」とい

うことです。これは、今申し上げたとおりで

す。このため、著作権の世界では、「マルチ

メディア」ということばは、1990年代の中ご

ろには、もう死語に近くなっていました。マ

ルチメディアの出始めのころは、これが何か

全く新しいもののように思われていましたが、

議論が落ち着くにつれて、特に新しくはない

ということが分かってきたのです。 
 ということは、前からあった何かだという

ことになりますが、それは、著作権の法律ル

ールで言う「編集著作物」や「データベー

ス」です。中には「映画」や「コンピュータ

プログラム」に該当するものもあるでしょう

が、いずれにせよ「既にカバーされているも

の」です。 
 中国の著作権の専門家がこういう面白いこ

とを言っています。「マルチメディアとは、

例えて言うと、大皿に盛られた中華料理のオ

ードブルだ。昔はテクノロジーが発達してい

なかったから小さなお皿しか作れなかった。

ところがテクノロジーが発達して、大きなお

皿が作れるようになったので、ひとつの皿に

いろいろな料理が盛られるようになった。し

かし、中華料理は中華料理であって、特別な

ものではない」。つまり、いろいろなものが

17 



4 著作権制度の基礎(3)（岡本 薫） 

入るようになっただけということです。 これはナンセンスでしょう。なぜかという

と、手で彫っても、印刷機で印刷しても、コ

ピーはコピーです。また、そのうちに、全部

印刷機で印刷するようになるのです。そうい

うナンセンスな話がデジタル化についても起

こっていましたが、これは完全に否定された

のです。 

 第2は、「デジタル方式というのは、現行の

条約・各国国内法ですでにカバーされてい

る」ということです。著作権の法律ルールが

対象としているのは、「コピー」とか「送

信」といった「行為」であり、「方式」では

ありません。対象となる「行為」をすれば、

「方式」とは関係なく法律が適用されるので

す。したがって、今の条約や法律は、デジタ

ルもアナログも、さらには将来開発される別

の方式も、すべてカバーしているわけです。

このことは、1996年の国際会議でも、国際的

に確認されています。 

第3は、先ほども申し上げたように、「デジ

タル化よりもネットワーク化の方が問題だ」

ということです。 
このことに関して起きた大きな問題は、著

作権条約や各国の著作権法の中に、「無断で

放送されない」という権利はあっても、「無

断でサーバー等からのインタラクティブ送信

をされない」という権利がなかったことです。

特に、ネットが進んでいるのに著作権法が遅

れているというアメリカで、これが大問題に

なりました。1990年代の前半に「プレイボー

イ事件」というのがありましたが、ある人が

雑誌のプレイボーイのグラビア写真を無断で

スキャナーで読み込み、ネット配信してしま

ったという事件です。ところが裁判が始まっ

た後、アメリカ著作権法にはこれに対応する

権利が直接規定されていない、ということが

明らかになり、国際的に大騒ぎになりました。 

 例えば、カセットテープが発明されたから

といって、「カセットテープに無断で録音さ

れない権利」などは作らなかったわけです。

カセットテープでもレコード盤でも、「コピ

ー」は「コピー」であって、「方式」は関係

ないのです。  
 既に申し上げたように、デジタル化される

と色々なことが起こるものですから、最初は

これを「特別視」する傾向がありました。例

えば、「デジタル化された著作物については、

全く別の法律ルールを作るべきではないか」

とか、「無断でデジタル化されない権利とい

うものを作るべきではないか」とか、「権利

者がデジタル化を了解したら、デジタル化に

よって可能になるその後の利用行為はすべて

自由にすべきだ」とか、「デジタル化した人

に著作隣接権を与えるべきだ」とか。 

 
世界をリードした日本のネット対応 

 このとき文化庁は、重大なミスを犯したよ

うです。〔資料3〕を見ていただくとわかりま

すが、実は日本は、おそらく世界で初めて、

1986年に「無断でインタラクティブ送信され

ない権利」を著作者に付与していたのです。

ですから、プレイボーイ事件が大騒ぎになっ

て、何でもアメリカが進んでいると思い込ん

でいるアホな新聞記者などが、「アメリカが

あんなに遅れているのだから、日本はもっと

遅れているだろう」という偏見で「著作権法

がネットに対応していない」などと書いてい

たときに、「もうとっくにやってるもんね」

と言うべきだったのです。 

今となっては信じられないことですが、こ

うしたことが、政府の審議会でも大マジメに

検討されていました。当然ですが、これらは

すべて、完全に否定されています。 
デジタル化というのは、よく「グーテンベ

ルクの印刷機の発明」に例えられますが、著

作権についてもまさにそうです。昔は羊の皮

に彫ったり、手で書いていたものが、グーテ

ンベルクの印刷機で印刷できるようになった。

もし当時、著作権法があったとしたら、グー

テンベルクの印刷機を見てみんな驚いて、

「グーテンベルクの印刷機で印刷された著作

物は別に扱うべきではないか」と思ったかも

しれません。 

文化庁は、1986年（昭和61年）に、今日のネ

ット社会を予想して法改正をしていました。

この資料を見て「あれっ、これ、おかしいん

じゃない？」と思った人は、かなりインター
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ネットに詳しい人です。なぜかというと、

1986年にインターネットはまだなかったので

す。当時あったのは、「ビデオ・オン・デマ

ンド」のような単純なものでした。しかし文

化庁では、「今後は放送よりも、こうした送

信形態が主流になる」と予測して、世界初の

法改正をしていたのです。 
日本は、このルールを国際ルールにすべき

だ ――つまり条約に書くべきだということを

世界に訴えつづけ、その結果10年たった1996
年に、やっと「インターネット条約」という

ものができました。10年経って、ようやく世

界が日本に追いついてきたわけです。 
 この条約は、実は2つの条約で構成されてい

ますが、カバーする範囲は「著作物」と「実

演」と「レコード」までです。なぜ「放送

局」が入っていないかというと、当時の放送

局はむしろこの条約を妨害するような動きを

していたからです。 
既に申し上げたように、放送局というのは

「ユーザー・クリエーター」であって、放送

番組を作るときには作曲家や俳優の了解を得

なくてはいけない「利用者」で、番組を作っ

たあとは自分も「権利者」になるわけです。  
ところが、インターネット対応のためのこ

の条約ができた1996年には、まだブロードバ

ンド時代になっていませんでした。放送番組

をネット上で無断利用されるということは、

まだ現実ではありませんでした。このため、

放送局の方々は、著作者、実演家、レコード

製作者の権利が強まると、商売しにくくなる

のではないかと思ったわけです。ブロードバ

ンド時代になっていませんから、放送番組が

パソコンに直結されてネット上で横流しされ

る ――などということに関する想像力に欠け

ていました。だから「自分達にも権利をく

れ」とは言わなかったのです。 
 ところが、その後突然ブロードバンド時代

が訪れて、ネット上での放送番組のパクリと

いう状況が生じました。そこで放送局は突然

「自分たちにも同じ権利をくれ」などと言い

出し、今WIPOで新しい条約が検討されていま

す。しかし日本は、「ネット対応の老舗」で

すので、去年既に法改正をして、今年の1月1

日から、テレビとパソコンを直結してネット

で横流しをするようなことはしてはいけない、

という法律ルールになっております。 
 ちなみに現在、「著作物」「実演」「レコ

ード」「放送番組」「有線放送番組」のすべ

てについて、ネット上での無断送信を止めら

れる権利を著作権法に規定しているのは、世

界で日本だけです。 
 
 「プロテクション」「透かし」に関する 

法制も日本が世界一 
 さらに、ネット対応については、「無断送

信を差し止める権利」の付与だけでなく、技

術によって実質的に著作権を守るということ

を裏打ちする法制 ――というものも重要です。 
「ネット上でものを流すと、どこで使われ

るか分からない。著作権法が遅れている」な

どと言う人がいますが、これは間違いです。

泥棒に入られるのは刑法が遅れているからで

はなく、カギをかけずに外出する人が悪いの

です。刑法や著作権法に書けることは、無断

で持っていってはいけない、無断でコピーし

ていはいけない、ということだけであって、

あとは自分で身を守るしかないのです。 
例えば、公園に自転車を放置しておいたら、

おそらく盗まれてしまうでしょう。ですから

まず、「カギをかける」ことが必要です。こ

れが「コピープロテクション」などです。ま

た、「隠しネームを入れる」ということも重

要です。同様に、あとで「俺のだ」と言える

ように、データの中に自分の名前などを紛れ

込ませておくことがこれに相当しますが、こ

れが「電子透かし」です。 
ところが、こうしたものが普及してくると、

それをはがしたり改竄（かいざん）したりする

人がでてきます。そうした行為を防止・禁止

すべきことが、1996年のインターネット条約

で決められました。 
これについても、「著作物」「実演」「レ

コード」「放送番組」「有線放送番組」のす

べてについて、そうした法制を整備している

のは、世界中で日本だけなのです。 
 
3 「契約」のためのシステム・マイ
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ンド 
 
 さて、3番目の大きなテーマであります「契

約」の話に入りたいと思います。前々回の冒

頭でも申し上げましたが、今著作権の世界で

起こっている一番重要なことは、かつては

「一部業界の一部のプロ」だけがかかわって

いた著作権というものに、「すべての人々」

がかかわるようになってきた ――ということ

です。そのために生じている極めて大きな問

題が、第1に「教育」の問題、第2に「契約」

の問題です。 
昔は「一部業界の一部のプロ」だけが著作権

契約をしていました。日本で「一部業界の一

部のプロ」同士が契約をしたらどうなるかと

いうと、当然ですが、その業界の常識と慣行

と口約束と人間関係ともたれ合いと馴れ合い

で契約することになりますよね。契約書なん

かありません。そうした状況が、「すべての

人々」が著作権に関わるようになった現在で

は、「1億人対1億人」の契約に対応できない

――というのが、今の日本の基本的な問題で

す。 
 
「無方式主義」だから「契約」「意思表

示」が重要 
 〔資料 4〕を見ていただきますと、同じ知

的財産でも特許権と著作権の間に大きな違い

がある ――と いうことが示されています。最

大の違いはどこかというと、特許は審査・登

録されていなければ保護されません。 
つまり、簡単に言いますと、他人の発明に

ついては「原則自由利用」なのです。他人の

発明や他人のアイデアは、原則としてパクッ

ていいのです。パクッてはいけないのは、特

許権が与えられているものだけです。だから

こそ、「あなた、発明したのなら特許取らな

いと駄目ですよ」と言うわけです。原則自由

利用だからこそ、特許に意味があるのです。 
 ところが、著作権の場合には、国際ルール

によって、「すべて、創作の瞬間から、自動

的に保護する」ということになっています。

今私がしゃべっている内容が既に自動的に著

作物として保護されている状況になるわけで

す。 
そうすると、特許とどう違うかというと、

だれかが何かを発明したときに、その発明に

ついて既に特許が取られているかいないかは、

特許庁に行けばリストがあるから確認できる

わけです。ところが、著作物については、今

この瞬間にも膨大な量の著作物が創り出され

ているわけですから、保護されているものの

「リスト」がないわけです。 
 こうした状況では、使いたい側から見ても、

パクリはしないで権利者にちゃんと了解を取

ってお金を払って使おうと思っても、いった

いだれが権利者なのか、いったいだれの所へ

行ったらいいのか分からない ――という状況

になっているわけです。これが「国際ルー

ル」ですので、「契約」とか「意思表示」な

どのシステムが極めて重要になるのです。こ

の部分について、日本は非常に遅れているわ

けで、この点が、今、日本で最大の課題にな

っています。 
 
 過渡期における「契約システム」作り 

への支援 
 前回この講義を担当した川瀬さんは、著作

権課の中の「著作物流通推進室長」ですが、

これは、日本が遅れている、この「契約問

題」だけを担当するセクションです。著作権

課全体は、私を入れて今19名ですけれども、

そのうち6名の人たちが、著作権法と直接関係

のない、この流通システムの構築支援の仕事

をしているのです。 
 実は、私事ですが、「今度こういう室が、

著作権課の中にできるんだぜ」と、私がうち

へ帰って家内に言いましたら、うちの家内も

まんざらアホではなくて、「あんた、それ、

役所の仕事なの？」と言ったのです。 
おっしゃる通りで、こんなことは本来役所

の仕事ではありません。なぜなら、法務省の

中に「不動産屋の契約書」作りを支援するセ

クションなんてないでしょう？そんなものは、

民間当事者が自分でやるべきことです。役所

の中に、「契約書作りを手伝ってあげる」な

どというセクションがあること自体が異常で

す。ですから、先週来た川瀬室長には内緒で
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すけれども、私としては川瀬室長の室は一刻

も早く廃止したいと思っております。 
 つまり、皆様方が自分で契約書を作る時 ―

―という正常な代になったら、この室は要ら

なくなるのです。しかしよく考えてみると、

ひょっとしたら明治時代には、法務省の中に

も不動産屋の賃貸借契約書を作ることを支援

する、というセクションがあったかもしれま

せんね。著作権は今まさに1億人が突然かかわ

るようになったという「大過渡期」だからこ

そ、そうした仕事が一時的には「税金を使っ

て行うべきこと」でいられるわけです。 
 
 日本の「著作権問題」の大部分は「法律 
 問題」ではなく「契約問題」 
 1億人がかかわるようになって、ちゃんと契

約ができていないのが根本的問題 ――と いう

ことを私自身が体験した一番分かりやすい例

が、前々回に申し上げた小説家の話です。 
 ある小説家が小説を書いて、原稿を出版社

に渡しました。「君のところで、どう使って

もいいよ」と言って渡してしまったわけです。

そうしたら、この出版社はその小説をインタ

ーネットで配信しました。ところが、小説家

は、「君のところは、本屋でしょう？どう使

ってもいいとは言ったけれども、それは雑誌

連載でもいいし、単行本でもいいと言ったの

であって、送信していいと言った覚えはな

い」と言って怒りました。逆に出版社も怒っ

てしまいました。出版社の側からすると、

「あんた、どう使ってもいいって言ったじゃ

ないか。いまどき出版社だってネットぐらい

使いますよ」と言って怒ってしまいました。 
 2人がただ争っていれば笑い話ですが、私の

所に来ました。何年か前です。言うに事欠い

て、2人そろって、小説家が出版社に対して

「どう使ってもいい」と口で言った場合、

「どう使ってもいい」が意味する範囲につい

て政府の統一見解を示せ ――と言ったのです。 
「アホぬかせ」という意味のことを非常に

ていねいに言っていましたら、そのお二人は

「大体法律が悪いんだ」と言って帰っていき

ましたけれども、このような、「法律問題」

と「契約問題」の混同が、著作権の世界では

非常に頻繁に起こるわけです。 
 今申し上げた問題の本質は何かというと、

「小説の利用形態」は、昔の「印刷して配

る」ということから、インターネット、DVD、

CDといろいろな利用形態がでてきているのに、

この小説家が「昔の利用形態」を前提として

「どう使ってもいいよ」と軽く言ってしまっ

たということです。一方で出版社の方は、

「新しい利用形態」も当然含まれると思って

いたわけで、「常識と常識のズレ」があった

わけですね。 
世の中が「多様化」して「常識」を共有で

きなくなったら、はっきりとモノを言って、

交渉・合意して「契約書」を書くしかありま

せん。このように「当事者同士が最初から明

確な契約を交わしていれば防げた問題」とい

うのが、日本で「著作権問題」と呼ばれてい

るものの大部分の本質なのです。 
 
チョンボを続ける「放送」関係者 

 次に、〔資料4〕をご覧ください。こうした

「契約」については、実はコンテンツを「作

るとき」の契約が最も重要であり、そこでチ

ョンボをすると後々の「二次利用」が極めて

困難になってしまうのですが、そうしたチョ

ンボを今でも続けているのが、「放送番組」

の関係者です。 
 例えば、NHKのアーカイブスには数十万本

の番組ビデオが入っているのですが、そのう

ち二次利用できるのは数千本にすぎません。

残りの番組は、我々の受信料で作ったにもか

かわらず、再放送もできないのです。 
このことについて放送番組の関係者は、

「著作権があるから自由に使えない。著作権

の問題だ」などと言っていますが、真っ赤な

ウソです。よく、「著作権のために、映像コ

ンテンツが使いにくい」などと言っています

が、よく考えて見ると、例えば「釣りバカ」

や「寅さん」などの「映画」は、しょっちゅ

うテレビでやっていませんか。この間は「千

と千尋」もやりましたね。視聴率は50パーセ

ント近かったですね。もちろんビデオも売ら

れています。使えているではないですか。 
 どういうことかというと、この資料にあり
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ますように、映画会社は、テレビ放送・ビデ

オ化・ネット配信などの二次利用も考えて、

後々そうしたことができるような契約を、製

作当初からしているのです。それに対して日

本の放送番組関係者は、そうした契約をして

いません。 
これは、放送番組に特有の問題でもありま

せん。アメリカに行ったら、「奥様は魔女」

などという懐かしい番組を今でもやっていま

す。アメリカの放送番組関係者は、ちゃんと

二次利用も考えた契約をしているのです。 
ですからこれは、「日本だけ」「放送番組

だけ」の問題であり、その原因は放送番組関

係者がちゃんとした契約をしていない ――と

いうだけのことなのです。 
よく、すべての「俳優」を探し出すのが大

変だ ――などという人がいますが、本来は俳

優など探し出す必要はありません。よく言っ

ていますけれども、今のルールでは俳優さん

とは契約する必要はありません。俳優さんに

は、「録画しますよ。いいですね」と言って、

俳優さんが「いいですよ」と言えば、撮影後

の俳優の権利は全部消えてしまうのです。契

約書などは要らないのです。「録画します

よ」と一言言うだけでいいのです。映画会社

はそれをやっています。だから自由に使える

のです。 
 ところが、日本の放送番組関係者は、そう

いうことをしていません。1回とか2回の放送

――という契約しかしていない。この場合、

「放送の了解を得たら、録画の了解を得てい

なくても、その放送のためだけであれば録画

していい」という例外規定があるのですが、

それを安易に使っているから、後々の二次利

用ができないのです。「録画の了解も得よう

とすると、出演料が高くなる」などと言って

いる放送関係者もいますが、それはそっちの

都合でしょう。 
いずれにせよ、自分で選んで、「将来の二

次利用がしにくい」という契約をしているの

です。1～2回の放送という契約をしているの

だから、当然3回目の放送はできない。当たり

前じゃないかということです。自分が選んで

アパートを1年間だけ使わせてくださいという

契約を交わしていながら、「2年目、3年目に

使えないのは、法律が悪い」と言っているの

と同じです。こういう人たちが多くて非常に

困るのです。 
 
 「しじょう」があっても「いちば」がない 
 ところで、コンテンツのマーケットの状況

というものを、もう少し基本に返って見て見

ましょう。〔資料5〕をご覧ください。 
 こういう状況になっております。「市場

（しじょう）があって市場（いちば）がない」

と書いてありますけれども、英語で言うとも

う少し格好いいのです。「市場（しじょう）」

とは「マーケット」と言います。デマンド・

サプライがあれば、理念としての「マーケッ

ト」は必ず存在します。これは経済学部の方

でなくてもご存じです。しかし「市場（いち

ば）」というのは、これとは違うのです。「市

場（いちば）」とは、英語では「マーケットプ

レイス」と言うのです。 
 例えば、銀座の三越に行ってハンドバッグ

を買おうと思ったら、買えるでしょう。不思

議ではありませんか。なぜ三越に行ったら三

越のハンドバッグが買えるのか、ということ

を考えたことはありませんか。当たり前と思

っていらっしゃいますか。 
なぜそれができるかというと、三越で、

「売り手」と「買い手」と「商品」が「同じ

時間」に「同じ場所」に存在できるからです。

当たり前とお思いかもしれませんが、昔は

「物」についてもそうしたことができません

でした。ですから、四日市とか五日市とか廿

日市とかの地名に残っているように、一定の

日に「市」を立てて、「売り手」と「買い

手」が出会えるようにしたのです。 
このように、「売り手」と「買い手」が直

接出会う「場」のことを「マーケットプレイ

ス（いちば）」と言うのです。そうした市場

（いちば）を人工的・恒常的に作っているのが、

三越とかイトーヨーカ堂とかです。 
 ところが、著作物などのいわゆる「コンテ

ンツ」は、写真であっても音楽であっても、

必然的に作った人間から離れて流通するので

す。すると、宿命的に、デマンド・サプライ
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があるから「市場（しじょう）」はあるけれど

も、売り手と買い手が出会える「市場（いち

ば）」がない――という状況になるのです。 
この、「N対N」の状況、つまり、「Nの権

利者」と「Nの利用者」 ――「Nのサプライヤ

ー」と「Nのコンシューマー」 ――がばらば

らに世の中に存在して出会うことができない、

ということが、基本的な問題です。 
 
「1対Ｎ」の「駅前の不動産屋」方式 

 ところが、よく考えていただくと、「アパ

ート」や「賃貸マンション」も同じでしょう。

世の中にアパートは五万と空いているし、ア

パートを借りたい人も五万といる。しかし、

道を歩いても、どのアパートが空いているか

分からない、家賃も分からない。大家さんが

どこにいるかも分かりません。同じように

「貸し手」と「借り手」が出会えない ――と

いう状況です。 
このような「N対N」の混沌状況を改善する

ために、サプライヤーの側――つまり「アパ

ートの大家さん」の側の情報を、「駅前の不

動産屋」という「1か所」に集めるわけです。

これが、〔資料6〕に書いてある状況です。

「N対N」の混沌状況を、「1対N」にするこ

とによって、出会いや契約を容易にし、流通

を促進するわけです。 
同じことを「音楽コンテンツ」についてや

っているのが「JASRAC」です。この講座の

スポンサーですね。つまり、五万といる作

詞・作曲家の権利（N）を、JASRAC（1）に

集めることによって、出会いや契約を容易に

するのです。こうした事業のことを「集中管

理事業」といい、団体のことを「集中管理団

体」と言います。 
ところが、これには問題があります。たく

さんの曲を管理しようと思ったら、統一価格

にするしかありません。これは一種のカルテ

ルです。カルテルである以上、マーケットメ

カニズムを阻害します。マーケットメカニズ

ムとは「強い者が勝つ」ということですから、

これを阻害する ――とはどういうことかとい

うと、「強い者が損をする」という状況です。 
 例えば、ここで私が鼻歌を歌って作曲して、

楽譜に書いて、それをJASRACに持っていっ

たら、JASRACは権利を預かってくれるので

す。ところが、私が作ったその曲と、有名作

曲家が作った曲が、例えば「レコード化」す

るときの利用料が同じなのです。つまり、有

名作曲家は我慢しているわけですね。 
利用者の側も同じです。利用者の側は、有

名作曲家が作った曲であれば10万円出すけれ

ども、岡本が作った曲など5円だ ――と 言いた

いわけです。ところが、JASRACが統一価格

でやっていますから、強者の強みを発揮でき

ないわけですね。 
 

 「1対1」の「着メロ」方式 
 ところが、最近違う方式も色々出てきまし

た。例えば、〔資料7〕をご覧ください。これ

が世界に冠たる日本初のビジネスである、

「着メロ」です。皆さんも着メロをお使いと

思います。 
私は、契約システム、プロテクション技術、

自動課金システムなどを組み合わせたら、す

ごいビジネスができますよ――ということを7
年前から言っていたのですが、だれも分かっ

てくれなかったのです。その中で、1人だけ分

かった人がいて、その人が着メロというビジ

ネスを考えたのです。 
 着メロをお使いの皆様方は、携帯電話の中

に音楽をダウンロードしてコピーしています

よね。皆さんがコピーしているのです。とい

うことは、皆さんがそれぞれJASRACに電話

をして利用料を払わなければいけないのです。

しかし、払っていないでしょう？ どうして

いるかというと、ドコモとか着メロ会社が集

中的に契約や支払いをしてくれているのです。 
これはどういう状況かというと、利用者の

側も「1」に集めているのです。利用者の側も

ドコモなどに集めて、権利者を「1」に集めて

いるJASRACと、「1対1」で契約しているの

です。 
 つまり、先程申し上げた「N対N」の混沌状

況を「1対1」にするわけです。JASRACとド

コモが契約すればいいわけですから、1本の契

約でいけてしまうのです。すると、どんどん

流れます。更にJASRACはネット上で流そう
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とすると、「流した先でどうなるか」という

ことを気にします。ところがプロテクション

を掛けてあって、これはパソコンには簡単に

は取り出せない。 
 更に大きなポイントは、「自動課金システ

ム」です。皆さんは着メロの著作権料を払っ

ていらっしゃるのですけれども、いくら払っ

ているか分からない人が多いでしょう。電話

料金上乗せで自動的に徴収してしまうのです。

いくら払っているかよく分からない。 
 ここまでやれば、利用が爆発的に拡大する

のは当然です。着メロが始まったのが平成10
年で、売り上げはほぼゼロでした。11年が100
億、12年が500億、13年度が850億円です。14
年度はもうすぐ調べますけれども、恐らく1千
億は軽く超えているでしょう。そういう状況

になっているわけです。 
 全国のあらゆるタイプのカラオケの売り上

げを知っていますか？ 約500億です。これも

日本人が考えた世界に冠たるビジネスですが、

カラオケが30年間かかって築き上げてきた500
億円というビジネス規模を、着メロはわずか2
年半で達成しました。 
 
 「着メロ」をモデル視してはいけない 
 しかしこれは、利用するコンテンツが「音

楽だけ」で、利用形態が「携帯電話」という

ハードに限定された「着メロ」だけ ――とい

う特殊な状況で成功したのです。ですから、

この「1対1」という方式を、あらゆるコンテ

ンツに関する著作権契約のモデルと思っては

いけません。本来は、極めて多くの人々が著

作権に関わるようになった状況の中で、「N
対N」で機能するシステムが重要なのです。 
 つまり、契約形態についても多様化が必要

なわけですが、このことについて、〔資料8〕
をご覧ください。今、何が起こっているかと

いう と 、「 N 対 N 」 の 状況 を 「 1 対 N 」 の

JASRAC型・不動産屋型で乗り越える ――と

いう昔からのやり方が、多様化しつつある、

ということです。 
この資料の上半分にあるように、昔は「1対

N」の方式しかありませんでした。これが多

様化し、下の段にあるように、「 1対 1」の

「着メロ」方式などが出現しているわけです。 
下の段の右から2つ目の「N対1」という方

式は、この大学も採用しているはずです。こ

れは何かというと、利用者側が集まる。大学

や企業がソフト会社と行っている「サイトラ

イセンス」という方式がこれです。 
大学が、例えばコンピューターソフトの業

者と契約をします。「だれがどこで使うので

すか」と言われます。そうすると、「うちの

教官と学生が使うのです」と言います。「じ

ゃあ、客員講師は使わないのですね」「いや、

客員講師も使いますね」「来年入ってくる学

生は使わないんですね」「来年入ってくる人

も使いますね」。これはややこしいでしょ

う？ そこで、「この大学という場所（サイ

ト）の中で使う限りはOK」という、人間では

なく場所に着目した契約をするのです。その

場所の中にいる多くの利用者を大学や企業が

「1」に集め、外の多くの権利者と、利用者を

代表して契約するわけです。 
 下の段の左から2つ目の「N対N」の状況と

はどういうものかというと、ここに図を入れ

ませんでしたが、私が発案して2年前から文化

庁で研究開発しているものがあるのです。先

程申し上げた〔資料5〕の状況は、社会の中で

需要と供給を持つ多くの人々がばらばらに存

在していて出会えない ――というものでした。 
こういう状況で、必要な人と人、人と情報

を結びつけるのが、インターネットの特性で

しょう。ですから、誰が何と言おうと、イン

ターネットの特性を一番うまく使っているビ

ジネスは、「出会い系サイト」です。だから

こそ、あれだけ使われて問題も起こしている。

この出会い系サイトと同じ状況が、今申し上

げた権利者・利用者の状況です。 
 「それなら、コンテンツについても、同じ

ことができるはずだ」と考えて去年から私の

所で予算を取って、研究をしております。あ

るサイトを作ります。全国の大学の写真部や

写真専門学校に呼びかける予定です。そこで、

「 皆 さ ん が 撮 っ た 写 真 を 世 に 出 し ま せ ん

か？」と呼びかけて、撮った写真をこのサイ

トにアップしてもらいます。 
料金も自分で決めてもらいます。これを使
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いたい人は、ここにアクセスして使ってもら

う。ニフティサーブの社長さんとお話をした

ら、この社長さんは写真がご趣味で、自分の

ホームページに自分の撮った写真を載せてお

いたら、カレンダー会社の人がたまたまそれ

を見つけて、「使わせてくれ」と言って契約

をしたのだそうです。 
 これはどういう状況かというと、村の道を

歩いていたら干し柿があったから、「おばあ

ちゃん、これ、千円で売ってくれない？」と

いう状況です。たまたま見つけた。これを効

率化するには、村中の売りたい干し柿を1か所

に集めておけばいいのです。それをサイト上

でやろうという構想です。 
勝手にそこでやってもらう。値段も自分で

決める。そうすると、マーケットメカニズム

が働くのです。私が「写真1枚百万円」と言っ

ても、売れるわけがないでしょう。自分で値

段を下げていけばいいのです。これがマーケ

ットメカニズムです。そういうのを今研究し

ています。 
 これは、今でもテクノロジカルには簡単に

できます。しかし、何が問題かというと、例

えばだれかが写真をアップロードしました。

ところが、「それがそもそもパクリだった」

という場合どうするか ――といった、契約・

保険システムなども研究する必要があるわけ

です。 
 この研究事業のための予算を要求したとき

に、私は会計室に持っていって、最初にタイ

トルを「著作権出会い系サイトの構築」と言

いましたら、「不謹慎だ」とえらく怒られま

した。財務省では「『出会い系サイト』の方

が分かりやすかったですね」と言われました

が、最初に申し上げたように、コンテンツの

マーケットを機能させるには権利者・利用者

の「出会い」の確保が最大の課題 ――と いう

ことは、覚えておいてください。 
 
「1」にこだわる古い発想を排除せよ 

 ところが、こうした問題の本質を分かって

いない人が、世の中では多すぎます。どうい

うことかと言うと、要するに「著作権契約」

＝「1対N」と思い込んでいる人があまりに多

いのです。 
かつて、当時の通産省や郵政省は、「権利

を切り下げてコンテンツを流通させる」とい

う「条約違反」の発想を持っていました。し

かし、それではダメだとようやく気づき、

「契約システム」について考え始めました。

そのために現在でも、コンテンツ流通とか、

ネット上のなんとかシステムとかと銘打って、

様々なプロジェクトが、雨後の筍のごとくに

行われています。しかし、その大部分は、汎

用性のあるシステムとしては失敗するでしょ

う。 
そうしたプロジェクトを進めている関係省

庁や経団連の人々は、著作権契約の何たるか

をまだよく分かっていないため、様々な研究

会や検討チームを立ち上げるときに、「これ

まで著作権契約をやってきた専門家」を集め

勝ちです。具体的に言うと、JASRAC、レコ

ード協会、日脚連などの人々で、要するに「1
対N」のシステムを当然視している「1」の

人々です。 
こういう人たちをいくら集めても、「N対

N」の契約システムについてのアイデアが出

てくるはずがありません。そうした人々が集

まると、結局いつも、「だれかがあらゆる権

利を全部1か所に集めてくれたら、流れやすく

なるんだよねぇ」 ――以上終わり、という結

論しか出ないのです。 
「1」に集められていないコンテンツについ

ては、集められない事情があるのです。例え

ば写真家協会は、JASRACのような権利の集

中管理をしようとして、50年以上成功してい

ません。もし写真家協会がJASRACと同じこ

とをやったら、ここで私が皆さんの写真をパ

チンと撮り、その写真を写真家協会に預けま

す。そうすると、私が撮ったその1枚の写真と

篠山紀信の写真が、写真集を作るときに同じ

値段になるのです。これでは篠山紀信さんは

納得しないでしょう。 
音楽というのは膨大な量があって、膨大な

場所で使われるから、有名作曲家も納得して

いるわけですが、写真は写真家も少ないし、

ランクの差が激しいので、集中管理などでき

るはずがないのです。できないならできない
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なりに、できないという前提で、システムを

作らなければなりません。それを、「集中で

きたらいいのにね」とか「集中しない権利者

がケシカラン」などと言っていても始まりま

せん。 
 
ビジネスの基本は「Ｎ対Ｎ」 

 よく考えていただけばすぐに分かることで

すが、あらゆるビジネスは「N対N」でやるも

のであって、「1対N」でやっているJASRAC
や不動産屋の方が例外なのです。 

私の義理の弟はセールスマンですが、彼は

冬の寒い中も夏の暑い日も、一生懸命一つ一

つ会社を回って、製品の説明をして、交渉を

して、契約を取って帰ってくるのです。これ

がセールスマンの仕事です。もし彼が上司に

対して「課長、うちの会社と契約しそうな会

社が全部集まってくれて、団体作ってくれて、

窓口も一本化して、契約金額も一本に統一し

てくれたら、俺の仕事も楽になるんっすけど

ね」などと言ったら、張り倒されるでしょう。 
ところが著作権の世界では、多くの人がこ

れと同じことを、何の疑問ももたずに言って

いるのです。「1」の発想に毒されている多く

の人々には、早く「あらゆるビジネスの基本

はN対N」ということに気づいていただきたい

と思います。 
 

 「契約インターフェイス」の必要 
 もう一つの問題は、「契約書」というもの

の軽視です。ネット上であろうと「1」の方式

であろうと、契約を交わす以上は、必ず「契

約書」にサインしているはずです。例えば

「着メロ」であっても、携帯の画面かもしれ

ませんが、「文章で書かれた契約書」に合意

しているはずです。 
そうした契約書についても、「1億人が使

う」という前提での開発が必要ですが、この

場合、1億人が「契約書を精読する」というこ

とを前提とするか、「読まない」ということ

を前提とするか ――という判断が必要になり

ます。 
〔資料9〕に示した例は、私が学習情報課長

をしているときに自分で作ったものです。こ

れは、「契約書は読まない」という前提で考

えたものです。文部科学省は「エル・ネッ

ト」と言うシステムを持っていますが、これ

は、通信衛星を使って、全国約40か所の送信

局から、約2000の受信局に、色々な番組の放

送などを行うものです。これには当然、権利

者との契約が必要であり、その契約内容によ

って、受信局でどの程度の二次利用ができる

かが決まるわけです。 
このシステムでは、受信局での利用形態

（著作権契約レベル）を「A」「AB」「AC」

「ABC」の4段階に分けました。すべての番組

について、「番組予定表」にもこの「著作権

契約レベル」が表示され、また、各番組の最

初と最後にも、「この番組の著作権契約レベ

ルはABです」といったテロップが流れます。 
すべての受信局はマニュアルを持っていま

すが、これら4段階については、それぞれの内

容が図で示されています。この資料では「A」

と「AB」だけ示しましたが、実際には4枚あ

ります。これを見れば、何ができるか一目瞭

然でしょう。 
問題は約40ある送信局の方ですが、そこで

は、やはりマニュアルを読んでもらい、「誰

が権利者か」ということだけは把握してもら

います。例えば「公開講座番組」であれば、

当然「講師」が権利者です。そこでその講師

と、右側の「契約書（承諾書）」で契約するわ

けですが、説明はこれでは行いません。 
左側にある「受信局用のマニュアル」です

るのです。その先生に、「先生、受信局でこ

のような使い方をしたいのですが、どこまで

認めてもらえますか？」と、この図から選ん

でもらうのです。そこでその先生が「AB」と

言ったら、そこで初めて承諾書を出す。「は

い、先生。ABですね。ということは、この承

諾書のABCのCに×をしてサインしてくださ

い。この条文はちゃんと図と対応しています。

読まなくていいです。読んでも分かりません。

実は私も分からないのです」と言ってサイン

してもらう。 
そして本省に、「この番組はABです」とい

う連絡をします。そうすると、本省から贈る

番組予定表や番組そのものに、「この番組の
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著作権契約レベルはABです」という表示をし

ます。それを見た受信局は、マニュアルの図

を見て、どこまで使えるか理解するのです。 
 このシステムは1万人近い人が使っているの

ですが、著作権法を読んでいる人は殆どいな

いでしょう。それでいいのです。こういうも

のを、我々は「契約インターフェイス」と呼

んでいます。何と何をインターフェイスする

かというと、法律の条文とか正式な契約書の

ようなややこしい世界と、一般人が見て分か

る世界を、「図」などを使ってインターフェ

イスするわけです。こうしたものをたくさん

作っていかなければなりません。 
このシステムのモデルは、実は生命保険で

す。生命保険についても、おそらく「生命保

険なんとか法」などというものがあるのでし

ょうが、誰も知りません。それを読んでから

生命保険に入る人はいないでしょう。また、

「約款」と呼ばれる契約書も、むずかしくて

素人にはわかりません。 
それでも生命保険会社は、1億人を相手に商

売しなければならないのです。そこで、お客

さんは法律を知らない、お客さんは契約書も

読まない ――という前提で、契約内容を分か

ってもらった上で契約してもらうという必要

のために、セールスレディーの方が持ってく

る「図」で理解する ――と いう「契約インタ

ーフェイス」が創られたのですね。 
 
「権利処理」と言う人は「古い人」 
もう1つ申し上げておきたいことがあります。

「権利処理」という用語を使う人がまだいる

のですが、著作権課ではこの言葉はもう使い

ません。権利処理とは何かというと、「既に

存在している著作物を使わせてもらうときの

契約」です。ところが、もっと重要なのは、

先ほど申し上げたテレビ番組の例からも分か

るように、「作るときの契約」です。作ると

きにミスをすると、後々絶対にリカバーでき

ないのです。 
 昔からあった問題は、「校歌」です。例え

ばここは武蔵野市ですが、武蔵野市教育委員

会が、武蔵野市立の学校の校歌集を作る――

などということは、だれでもすぐに考えるで

しょう。武蔵野市立の学校の校歌を作った人

が JASRACのメンバーであれば簡単です。

JASRACに少しお金を払えばすぐコピーでき

ます。ところが、よくある話は、「30年前に

この学校にいた音楽の先生が作ってくれたん

だよねぇ。今どこ行ったかなぁ。あのころも

う50すぎだったから死んだかなぁ」などとい

う状態です。また、「3番の歌詞はね、子供た

ちが作ったんですよ。いいでしょう」などと

いう状態です。 
この校歌は、おそらく絶対にコピーできま

せん。つくった全員や、そのすべての相続人

を探し出さない限り、絶対にコピーできない

のです。だから、最初が肝心なのです。コン

テンツを作った瞬間に契約をしておかないと

駄目なのです。 
また、「権利処理ルール」などということ

を言う人もいます。「契約ルール」と言う人

もいますが、これらには2つの意味があるよう

です。第1は、「契約によって当事者を拘束す

るルール」という意味ですが、これは単に

「契約内容」のことです。第2が曲者で、これ

は「契約をするときに、あらかじめ当事者を

拘束するルール」という意味なのですが、そ

んなものがあるとしたら民法や独禁法でしょ

う。 
ところがこれらの用語は、「業界同士の話

し合いで、あらかじめ決められた契約の内

容」という意味に使われており、つまり、そ

の内容であれば利用を拒否されない ――とい

うもののことを言っているのです。ひとりひ

とりの権利者は、それぞれ相手によって、利

用を了解したりしなかったりできますので、

ここで言う「権利処理（契約）ルールの確立」

ということをするためには、「1」の「集中管

理」が必要です。これもまた、「1」の発想に

毒されたものでしょう。 
 
「意思表示システム」も重要 
もう時間ですが、最後にひとつだけ、「意

思表示システム」のことを申し上げます。こ

れまで「契約」のことをお話ししてきました

が、契約とは、当事者が意思表示をして締結

するもの ――「双方行為」です。これがある
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と一応安心できるわけですが、「N対N」の混

沌状況では、双方行為に至らない「一方的」

なものであっても、意思表示があると安心で

きます。これも、今後開発が必要な分野です。 
例えば、皆さん、通学する途中で空き地を

横切ることがよくありませんか。近道で空き

地を横切ることがあるでしょう。「空き地を

横切る行為は、合法でしょうか違法でしょう

か」と法務省に電話をしたら、「違法です」

と言われるに決まっています。でも、皆さん

空き地を通っているでしょう。要するに皆さ

んが、自分でリスクを犯しているのです。柵

もないし、多分地主は了解しているのだろう

――と思いつつ、訴えられるかもしれない、

という極めて法的に不安定な状況です。 
 この状況を安定化するにはどうしたらいい

でしょうか。地主が「立ち入り禁止」とか、

あるいは「ご自由にお通りください」、「子

供の遊び場。ゴルフの素振りは禁止」とかの

札を立てればいいのです。地主が意思表示を

しておけば、これは契約ではありませんが、

ある程度安心できる。 
 ネット上のコンテンツの利用も同じです。

例えば、インターネットを通じて入手したコ

ンテンツをプリントアウトして、コピーして

会社の会議で使う ――などということは、多

くの会社でやっていると思います。実は著作

権課でもやっていますが、大部分は違法です。 
 これも、「空き地を横切る行為」と同じで、

「多分、これくらいのことは、権利者も了解

しているだろう」という前提でやっているこ

とで、極めて不安定な状況です。一方では、

コンテンツを送信する人々は、ある程度は利

用してもらいたい、と思っていることが多い

のですが、その意思を表示するシステムがな

いと、法律知識がない人にはなかなか難しい。 
 そこで、著作権課でそうしたシステムを作

りました。それが、〔資料10〕に出ています。

今年の2月に決めた「自由利用マーク」です。

具体的な使い方は、文化庁のホームページに

ありますので、是非ごらんください。 
時間がきましたので、これで私の話を終わ

ります。（拍手） 
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